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はじめに 

 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃、三陸沖を震源地とするマグニチュード 9.0 の海溝型地震が発生し、

宮城県栗原市築館では震度 7 を記録しました。この地震に伴う大津波によって岩手県、宮城県、福島

県、茨城県、千葉県など三陸沿岸から関東地方沿岸の集落では壊滅的な被害が発生し、死者数は

阪神・淡路大震災の 6,434 人を大幅に上回り、戦後最悪の災害となったことは言うまでもありません。 

 

この未曾有の大規模災害を受けて、「自由の学府」として「共に生きる」ことを大切にしてきた立教大

学では、今こそ、この気持ちを被災者の方々のために、共に復興の道を歩むことで届けたいと考え、「東日

本大震災に伴う立教大学の復興支援活動指針」を策定し、全学的な連携・協力の下、被災地の復興

支援を進めていくことになりました。 

 

研究分野における復興支援活動について「立教大学学内研究助成運営会議」を中心に検討を重

ねた結果、学内研究助成制度である「立教大学学術推進特別重点資金（立教 SFR）」に、東日本大

震災による被災地域の復興等に資することを目的とした個人またはプロジェクトチームが行う研究活

動を助成する種目である「東日本大震災・復興支援関連研究」を 2011 年度から新設することとい

たしました。 

 

これまでに 8 件（個人型：3 件、共同型：5 件）の研究課題が採択され、さまざまな専門領域から、いま

被災地が抱えるさまざまな問題・課題に関してアプローチをしているところです。「知」とは何なのか、大学

での研究は社会にとってどうあるべきか、ということがあらためて問われている今だからこそ、この取り組みを

通じて復興支援というとても大きな問題にチャレンジしていきたいと思っています。 

 

 

 

竹中 千春 教授（法学部、総長室調査役／学内研究助成運営会議・座長） 
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本誌は、2013 年 12 月 5 日に立教大学池袋キャンパス 12 号館第 1･第 2 会議室に於いて開催され

た『立教大学学術推進特別重点資金（立教 SFR）「東日本大震災・復興支援関連研究」研究成果

報告会』の模様を収録した冊子です。 

 

また、本研究種目の「研究経過・成果報告書」をリサーチ・イニシアティブセンターのホームページにて公

開しておりますので、ご参照ください。 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/SFR_shinsai/ 

 

  

＜問い合わせ先＞ 

立教大学リサーチ・イニシアティブセンター／SFR 担当 

 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 

TEL: 03-3985-4587 FAX: 03-3985-2458 

E-MAIL: sfr@rikkyo.ac.jp 
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立教大学学術推進特別重点資金（立教 SFR） 

「東日本大震災・復興支援関連研究」研究成果報告会 プログラム 

 

日時： 2013 年 12 月 5 日（木）18:15～20:45 

場所： 立教大学池袋キャンパス 12 号館第 1・第 2 会議室 

 

トータルコーディネーター：竹中 千春 教授（法学部、総長室調査役 

／学内研究助成運営会議・座長）  

18:15～18:25 立教 SFR 東日本大震災・復興支援関連研究制度趣旨 

  加藤 睦 教授（文学部、研究推進担当副総長） 

  

18:25～19:05 報告①：東日本大震災による住民の食用野生生物利用への影響と 

その食文化を守るための研究 

                 野中 健一 教授（文学部） 
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方法論に関する調査研究 

  空閑 厚樹 准教授（コミュニティ福祉学部） 
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【資料1】立教SFR「東日本大震災・復興支援関連研究」制度趣旨 

【資料2-1】報告①「東日本大震災による住民の食用野生生物利用への影響とその食文化を守るための研究」 
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【資料2-3】報告③「被災地および被災者の支援のあり方に関する探索的研究－生活者の視点から」 
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■ 立教 SFR 東日本大震災・復興支援関連研究制度趣旨 

加藤 睦 教授（文学部、研究推進担当副総長） 

 
 
○加藤 研究推進担当副総長の加藤と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。本日この会にご参加いただき

ました皆様に、深く感謝申し上げます。 

まず立教大学学術推進特別重点資金、立教 SFR とは

どのような制度であるのかという外枠の部分について簡潔にご

紹介し、その後で本日のテーマである「東日本大震災・復興

支援関連研究」の趣旨について、詳しくご説明したいと思い

ます。 

立教 SFR という制度は、学外との連携や大型外部資金の獲得を視野に入れて、高度で独創的な研

究を助成するという学内の研究助成金の制度です。立教大学学内研究助成運営会議が運営を行い、

審査・評価を運営会議の下に置かれる委員会が行っています。 

研究種目として、まずは「共同・個人研究型」という区分があります。その中に重点推進プロジェクト研

究、共同プロジェクト研究、個人研究の 3 つの種目がありまして、それぞれ助成金額・助成期間が決めら

れております。採択者には外部資金への応募義務が課せられ、研究の助走期間として立教 SFR を活用

して、その後、本格的な外部資金の獲得というレールを敷いているということです。 

さらに「目的別研究型」という区分に 5 つの研究種目があります。この区分の主な特徴としては、大学

院生の研究を対象とした助成制度があるという点、また多様な種目を備えている点が挙げられます。 

次に、本日報告をいたします「東日本大震災・復興支援関連研究」についてご説明いたします。2011

年 3 月の東日本大震災の発生後、本学では「東日本大震災に伴う立教大学の復興支援活動指針」

を策定し、全学的な連携協力のもと、被災地の復興支援を進めていくことを決定いたしました。大学が

行う復興支援活動というのは、研究、教育、そして社会貢献活動と多岐にわたります。その内の研究とい

う領域において、本学が復興支援にどのように協力できるのかという点から、立教 SFR の制度の枠組みの

中に、東日本大震災を対象とした新たな研究種目を設けました。 

「被災地域の復興等に資する研究活動を助成する」という趣旨のもと、取り組みの内容が具体的であ

り、災害復旧・復興等への効果が実際に期待される研究活動を対象として公募・審査した上で、助成

する課題を決定しております。研究形態としては「個人研究型」と「共同研究型」があります。 

助成金額につきましては、「個人研究型」は人文・社会科学系が単年度当たり 50 万円以内、自然

科学系が単年度当たり 60 万円以内で設定しております。「共同研究型」は、単年度当たり 300 万円以

内としております。また、助成期間につきましては、それぞれの研究目的や方法、あるいはプロジェクトの形

態等々により、1 年から 3 年まで設定できます。 

本研究種目の特徴としましては、東日本大震災の復興支援という大きな社会的課題に焦点を置い

ていることから、研究成果の社会的な貢献は当然のことながら、研究成果の社会への発信についても重
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視しております。昨年に続いて 2 回目となります本報告会を、学外の方々に公開する形で開催していると

いう点は、社会的な発信の一環とご理解いただきたく存じます。また、先ほど立教 SFR には外部資金へ

の応募義務があるとご説明しましたが、本研究種目は東日本大震災の復興支援を目的にしております

ので、外部資金への応募義務は課しておりません。しかし、外部資金の応募に繋がることでより大きなプ

ロジェクトを動かし、震災復興支援の実を上げていくということは、当然望ましいことだと思っております。 

また、研究者個人が継続的に行う通常の研究活動とは別の形で復興支援関連研究を推進できるよ

う、科研費と外部資金、及び他の立教 SFR の研究種目等との申請制限・重複制限をかけておりません。

立教 SFR は限られた資源を活用していくために、本来であれば重複申請は出来ないことになっております

が、この研究種目については他種目と重複して申請することが可能です。研究者の貢献意欲や研究活

動を制限するような制約がないということです。 

現在、実際に助成を受けて活動している研究はお手元の資料に記載の通りです。このうち、3 つの研

究活動の代表者からご報告いたします。 

本日ここで報告会を開催し、皆様に研究成果をお聞きいただくわけですが、昨年度同様、本報告会

の開催報告、また研究の経過報告や成果報告は、冊子や本学のホームページ上に掲載する形で発信

をしていきます。今後は学外あるいは被災地等への発信の工

夫も重ねていきたいと思っております。 

それでは、これよりご報告を開始いたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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居
住

地
を

離
れ

、
原

則
と

し
て

国
内

研
究

機
関

等
に

在
籍

し
て

行
わ

れ
る

研
究

・
調

査
研

究
費

総
額

1
/2

以
内

で
且

つ
1
,0

0
0
以

内
1
年

⑧
国

際
会

議
助

成
本

学
に

お
け

る
国

際
共

同
研

究
の

推
進

と
学

術
の

国
際

交
流

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

、
国

内
外

の
研

究
者

の
参

加
を

得
て

開
催

さ
れ

る
学

術
研

究
集

会
1
,5

0
0
～

5
,0

0
0
以

内
1
年

指
導

教
員

（
本

学
専

任
教

員
）

の
指

導
の

下
に

お
こ

な
わ

れ
る

、
大

学
院

生
の

個
人

研
究

又
は

共
同

研
究

1
年

研
究

種
目

⑤
大

学
院

生
研

究

国
際

研
究

論
文

掲
載

経
費

補
助

④
1
年

「
東
日
本
大
震
災
・
復
興
支
援
関
連
研
究
」
と
は

＜
助

成
趣

旨
・
対
象
＞

東
日

本
大

震
災

に
よ
る
被

災
地

域
の

復
興

等
に
資

す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
研
究
活
動
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
取
組
内
容
が
具
体
的
で
、
災

害
復

旧
・
復
興
等
へ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
研
究
活
動
を
そ
の
対
象

と
し
て
い
ま
す
。

＜
研

究
形
態
＞

「
個

人
研
究
型
」
：

本
学
専
任
教
員
が
単
独
で
行
う
復
興
支
援
関
連
研
究
を
助
成

「
共

同
研
究
型
」
：

本
学
専
任
教
員
が
研
究
代
表
者
と
な
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を

編
成
し
て
行
う
復
興
支
援
関
連
研
究
を
助
成

「
東
日
本
大
震

災
・
復

興
支

援
関

連
研
究
」
と
は

＜
経

緯
な
ど
＞

20
11

年
3月

11
日
に
発
生
し
た
“
東
日

本
大

震
災

”
を
受

け
、
本

学
で
は

「
東

日
本
大
震
災
に
伴
う
立
教

大
学

の
復

興
支

援
活

動
指

針
」
を
策
定
し
、
全
学
的
な
連
携
・
協
力

の
下

、
被

災
地

の
復

興
支

援
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

研
究

、
教

育
、
及
び
社
会
貢
献
活
動
と
い
う
大

学
業

務
の

あ
ら

ゆ
る
分

野
に
お
い
て
、
復
興
支
援
活
動
を
展

開
す
る
こ
と
を
宣

言
し
、
「
研
究
」
分
野
の
取
り
組
み
と
し
て
立

教
SF
R制

度
の
中
に

“
東

日
本

大
震
災
”
を
対
象
と
し
た
研
究

種
目

を
新

設
し
ま
し
た
。
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「
東
日
本
大
震
災
・
復
興
支
援
関
連
研
究
」
と
は

＜
特

徴
＞

○
東

日
本
大

震
災

・
復

興
支

援
と
い
う
大

き
な
社

会
的

課
題

に
焦

点
を
お
い
た
本

研
究

種
目

に
お
い
て
は

、
研

究
成

果
の

社
会

的
な
発
信
を
重

視
し
て
お
り
、
研

究
成

果
報

告
会

は
昨

年
に
続

い
て
2回

目
と
な
り
ま
す
。

○
研

究
目
的

の
特

殊
性

に
鑑

み
、
採

択
者

へ
の

外
部

資
金

へ
の

応
募
義

務
を
課

し
て
い
ま
せ

ん
。

○
研

究
者
個

人
が

継
続

的
に
行

う
研

究
活

動
と
は

別
に
復

興
支

援
関
連
研
究
が
推
進
で
き
る
よ
う
、
科
研
費
等
外
部
資
金
お
よ

び
他

の
立
教

SF
Rの

研
究
種
目
等
と
の
申
請
制
限
・
重
複
制
限

を
か

け
て
い
ま
せ

ん
。

「
東
日
本
大
震

災
・
復

興
支

援
関

連
研
究
」
と
は

＜
助

成
金

額
＞

「
個

人
研
究
型
」
：

人
文

・
社
会
科
学
系

⇒
単

年
度

あ
た
り
50

0千
円

以
内

自
然

科
学
系

⇒
単

年
度

あ
た
り
60

0千
円

以
内

「
共

同
研

究
型
」
：

単
年

度
あ
た
り
3,
00

0千
円
以
内

＜
助

成
期

間
＞

「
個

人
研
究
型
」
：
1～

3年
「
共

同
研
究
型
」
：
1～

3年

「
東
日
本
大
震

災
・
復

興
支

援
関

連
研
究
」
と
は

＜
2

0
1

1
年

度
新

規
採

択
課

題
＞

種
別

研
究

期
間

研
究

代
表

者
研

究
課

題
名

期
間

全
体

の
採

択
額

（
千

円
）

共
同

2
0

1
1

～
2

0
1

3
年

度
理

学
部

・
教

授
村

田
 次

郎
災

害
復

興
の

為
の

環
境

放
射

能
調

査
と

そ
の

新
規

計
測

法
の

開
発

9
,0

0
0

共
同

2
0

1
1

～
2

0
1

3
年

度
社

会
学

部
・

教
授

間
々

田
 孝

夫
震

災
被

害
の

格
差

に
関

す
る

統
計

的
社

会
調

査
に

よ
る

実
証

研
究

－
震

災
被

害
と

社
会

階
層

の
関

連
8

,8
8

8

★
共

同
2

0
1

1
～

2
0

1
3

年
度

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
福

祉
学

部
・

教
授

森
本

 佳
樹

被
災

地
お

よ
び

被
災

者
の

支
援

の
あ

り
方

に
関

す
る

探
索

的
研

究
～

生
活

者
の

視
点

か
ら

～
9

,0
0

0

★
個

人
2

0
1

1
～

2
0

1
3

年
度

文
学

部
・

教
授

野
中

 健
一

東
日

本
大

震
災

に
よ

る
住

民
の

食
用

野
生

生
物

利
用

へ
の

影
響

と
そ

の
食

文
化

を
守

る
た

め
の

研
究

1
,5

0
0

★
個

人
2

0
1

1
～

2
0

1
3

年
度

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
福

祉
学

部
・

准
教

授
空

閑
 厚

樹
震

災
後

復
興

構
想

に
お

け
る

持
続

可
能

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
形

成
の

方
法

論
に

関
す

る
調

査
研

究
1

,5
0

0

個
人

2
0

1
1

年
度

異
文

化
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
研

究
科

・
特

任
准

教
授

上
條

 直
美

東
日

本
大

震
災

か
ら

は
じ

ま
る

学
び

－
学

校
教

育
に

お
け

る
実

践
事

例
研

究
5

0
0

＜
2

0
1

2
年

度
新

規
採

択
課

題
＞

種
別

研
究

期
間

研
究

代
表

者
研

究
課

題
名

助
成

金
額

（
千

円
）

共
同

2
0

1
2

～
2

0
1

4
年

度
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
ｨ
福

祉
学

部
・

教
授

大
石

 和
男

被
災

者
に

対
す

る
心

理
面

へ
の

長
期

的
で

効
果

的
な

支
援

に
向

け
た

研
究

：
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

心
理

学
の

応
用

9
,0

0
0

＜
2

0
1

3
年

度
新

規
採

択
課

題
＞

種
別

研
究

期
間

研
究

代
表

者
研

究
課

題
名

助
成

金
額

（
千

円
）

共
同

2
0

1
３

～
2

0
1

５
年

度
観

光
学

部
・

教
授

橋
本

 俊
哉

観
光

資
源

の
持

続
的

活
用

に
よ

る
風

評
被

害
の

克
服

に
関

す
る

研
究

－
福

島
県

北
塩

原
村

を
事

例
と

し
て

－
8

,5
9

0

※
 ★

印
が

付
さ

れ
た

研
究

課
題

が
本

日
の

報
告

対
象

課
題

10
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 報告①：東日本大震災による住民の食用野生生物利用への影響と 

その食文化を守るための研究 

野中 健一教授（文学部） 

 

 

○野中 文学部の野中と申します。私は地理学、文化環

境学、地理学、生態人類学を中心として研究をしておりま

す。研究者一個人が、この震災に直面して、どのように関わ

り、自分の力を少しでも現地に還元することができるかという

ことを考え、悩みつつ、研究を進めてきました。特に私の専

門としている「食べる」ことへの地理学的な観点を通じて、ど

のような関わり合いができるかということを含めて、お話しさせ

ていただきたいと思います。 

 東北ではさまざまな野生動植物を食べる文化がありますが、今回の震災によって、そういったものが得ら

れなくなってしまっている状況の中で、どのようにその食文化を守っていくことができるのかということを考えて

いく、これを研究の目的としております。 

 取り組みとしまして、まず今回の震災でこれまで経験したことのないことが起こり、それによって現場がどの

ような状況になっているのかを把握し、住民の食用野生生物利用における問題の抽出をいたしました。具

体的には、野生動植物の食物への利用状況調査を行うにあたり、私が関心を持っている GIS と GPS と

いう位置情報を使ったシステムを用いて野生動植物利用に貢献できないか、ということを考えております。

その他さまざまな文献、資料などから状況を整理しているところです。 

 最初に、なぜこういうことに関わることになったのかということをお話しさせていただきます。地震のとき、私は

愛知県の自宅におりまして、発生後は皆さんご承知のように、被災地の大変な状況が報道される日々が

続きました。このような中で、地理学に携わっている立場から、今回の現象が起こったということについて考

えを巡らせていました。そうしているときに、大槌町の職員をしている友人が生きているということが分かり、

必要な物を揃えて現地に向かいました。その頃には震災発生から既に 1 ヶ月が経過しており、友人によれ

ば、食糧支援は既に足りているということでしたので、新鮮な情報や精神的に少しでも豊かになれるような

ものをと考えて、出版社にも協力していただいて、マンガ雑誌などを持っていきました。現地に入ってみて、

惨状は目を覆うばかりのもので、同行した地理学研究者と共に呆然としてしまいました。 

 文学部で人文科学を専門とする自分に何ができるのか、そして「人間の力」というものについて考え、人

間は「そうぞうする」存在であることにあらためて気づきました。「そうぞう」というと、イマジンとクリエイティブの

両方がありますけれども、そういうことを考えるのが私たち人文科学を専門とする者である。その人間の力と

いうのは、主体性、自律性を持ち、さらに画策する。この大変な状況の中で、これらの点を考えていくこと

が必要ではなかろうかと思いました。そこで、私の地理学の研究テーマとして掲げている、いかに人は自然

を活かしているのか、その中で人の豊かさを考える、ということから、失われてしまった生活をどう再構築する

のか、そこに役立てればいいのかなと思いました。 
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 生活再構築を考える過程で「豊かな暮らし」といえる生活がどう成り立っているのかを考えるにあたり、

「食べ物」というのは生命維持の基本的なものですが、単なるエネルギーというわけではなく、そこには質も

関わってきます。おいしいものをおいしく味わうということ、またいろいろな人と共に味わうというコミュニケーショ

ンにも重要な役割を持っています。豊かである、おいしいといった感情と、それを自分でできるという自律性、

これらが「豊かな暮らし」に重要であるならば、自然のものを活用することでそれらを生み出すことができるの

ではないかと考え、今回の立教 SFR の課題をたてました。 

 私の専門は、生活の時空間行動をどういった空間スケールで捉えているのかということと、現地で行われ

ているさまざまな野生動植物利用の活動と現地の人たちの知識とを組み合わせて、自然と人間の関係

性を考察しています。フィールドワーク、参与観察などを中心に、これまで東南アジアやアフリカ、日本など

いろいろなところで調査してきて、野生動植物を利用するということが、非常に豊かな暮らしを見せてくれる

ものであるということがわかりました。そこからさまざまな人間性というものを考えることができるということで、食

文化に注目してみようと思いました。その中で野生動植物を単に食べ物という形として捉えるだけではなく、

さまざまな自然の中から採取し、それをおいしく料理し、最終的に誰と味わうのかといった面から、主体性

や自律性というものが見えてきます。それを食文化として、その土地への適応、歴史と捉えることができると

いう観点で考えることにしました。 

被災地となった東北地方では、昔から多くの自然の動植物が食べられてきました。春になるとさまざまな

山菜が得られて、まず採集という楽しみがあります。さらに自分で食べるだけでなく、周囲におすそ分けをす

る共有ということもなされてきました。採取できる山菜の種類も非常に多く、それらがさまざまな形で料理さ

れ、いろいろな人に配り、採集の喜びを人と共有する、さらに採集できる場所や調理方法などを人に伝え

ていくこともできる、単なる食材以上のものを持っている世界です。旬の時期に食べるだけでなく、水煮・瓶

詰・缶詰などにして保存し、一年を通じてさまざまな場面で食されてきました。さらに東北地方には干す食

文化もあります。大根や豆腐、餅はしみ餅にするなどして、翌年の春の田植え仕事などのときに食し、季

節を味わうこともできます。エゴマやギンナンなどもよく食べられていますが、半栽培物として必要なときに必

要なだけ取ることも行われてきました。 

私は昆虫食も研究していますが、東北地方ではイナゴも重要な食材でして、この地域ではたくさん採

取してとなり近所におすそ分けをする文化があります。福島のデパートでは別々のメーカーの 3 種類のイナ

ゴ佃煮が売られているほど、味にこだわりもあります。イナゴは東北地方だけではなく長野など中部地方で

も好まれていますが、中部地方ではあまり採れなくなってきたために業者が東北地方まで採集に行くほど、

広域的なイナゴの資源供給の地として東北地方は重要な場所になってきました。東北地方ではこのよう

に多様な野生動植物利用がなされてきましたが、今回の震災では、まさにそれが一度に失われてしまいま

した。 

震災で失われた野生動植物利用の食文化を守るための研究と大きなテーマを掲げましたが、実際に

は、最初の年は調査どころではありませんでした。現地へ入ることもままならず、現地の人たちは生活基盤

を確立するのに一生懸命で、話を聞かせてもらうような状況ではありませんでした。さらに放射能汚染の問

題が非常に深刻で、さまざまな不安もある中で、サンプリング調査というのは非常にはばかられる行為でし

た。 
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そういう中でも、何度か現地の人たちや専門家を交えたグループインタビューをすることができましたが、そ

の中で、野生動植物は食べることができなくなったが、さまざまな行事の中で依然、必要であることを知り

ました。また、放射能汚染などの懸念から、食に対する意見・意識が人によって異なる中で、自分がどうい

う立場で活動していけるのかという点は、非常に難しい問題でした。 

立教 SFR を申請して研究を始めたわけですが、被災地の現状を知って今回の研究が非常におこがま

しいことにも思え、とても悩みました。その時、本報告会のコーディネーターである竹中先生が、悩むというこ

とが重要であり、そこで逡巡したということ、自分が経験したこと、思い悩んだことを世に出すことも重要では

ないかとアドバイスをくださり、そのおかげで、今この場に立っているわけです。 

そこから改めて自分の研究では何ができるかを考えました。直接的な計測や分析は非常に難しい状況

ですが、GPS や GIS という技術を使って、住民の方々が将来的に簡単に放射線量を測定していけるよう

なシステムづくりが一つの貢献になると考え、主にそのシステムづくりのために助成金を使用しています。 

昨年はそのシステム構築に注力し、その後は関係する他大学の先生方とも頻繁に現地に赴き、各種

資源の放射線量を調べました。汚染が同心円状に広がっていったりするものではなく、現地の地形や環

境によってさまざまに影響を受けるという現実を目の当たりにしました。 

さらに、さまざまな食物資源の放射線量データの公開が徐々に進んできておりまして、それらのデータの

分析も重要だと思っております。今年に入り、避難地区などにも立ち入ることができるようになってきまして、

村などを訪ねていく機会を得ることができました。現実の姿を見て大変なショックを受ける中で、食を通じた

自律性、主体性というものをどう取り戻したらいいのだろうか、どうサポートできるのかということを考えていく

段階に至っております。 

今年になって訪問した飯舘村は、東京から 250 キロほど離れており、原発事故があった場所からは 30

キロ以上離れていますが、全村避難となったところです。ここは中山間地で、震災以前は稲作を中心に

畜産業やさまざまな野菜作も組み合わせて行われておりまして、冷涼で温度差も大きく、また夏は日照も

良く、非常にいい農作物ができていたところです。これらの農作物も含めさまざまな生産物がありましたが、

放射能汚染の被害を受けました。 

これは 11 月に行ったときの様子ですが、本来であれば一面が水田で、稲刈りが終わった後に次の作付

の準備をするようなところでしたが、農作業は何も行われておらず、いまだ人も住めない状態です。現在は、

日中は立ち入りし家の片づけなどの作業はできるものの、継続して住むことはできません。お邪魔したある

お宅では、震災で犬が死んでしまい、好きだった花をお供えしてあげたいけれども屋外の花を室内に持ち

込むことができないので、絵を描いてスケッチを飾っているということで、その光景が非常に印象的でした。

住民の方々にお話を聞くと、この土地で暮らしたい、町のほうへ避難していても帰ってこられる機会があれ

ば帰ってきたいと、そのようにおっしゃっていました。それだけ土地の記憶もあるし、そこで得られるものはたくさ

んあるのだそうです。土地と切り離されてしまっては、どうやって暮らしていったらいいのか分からないと、非常

に大きな不安を抱えている状況でした。 

しかし現実的に家の前は放射能によって高濃度に汚染されていて、なかなか除染作業も進みません。

除染作業が進みつつあるところでは、家から一定の距離に生えている木を伐採し、一定の深さまでの土

壌を取り除いたりしていますが、その木や土の取り扱い、また雨や風、地下水、周囲の山からの放射能汚
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染をどう防ぐかという問題は未解決な状態です。水田の除染作業も進められていますが、ひとたびこの土

壌を除去してしまうことによって、はたして水田が回復するのか、周辺から流れ込んでくる水などさまざまな

影響が懸念される中で、稲をつくって売れるのかといった、農業を営んでいく上での問題についても同様で

す。 

福島をはじめ東北ではニホンミツバチを養蜂して上質の蜜が得られていましたが、これも放射能によって

高濃度に汚染されてしまい、とても食べられる状態ではありませんでした。干し柿づくりも盛んでしたが、同

様に放射能汚染によってできなくなりました。その一方で、野生のサルが汚染された柿を食べていまして、

サルは人間よりも小さいので、汚染の影響がどう出るのかということも心配されます。栗や山菜も同じような

状況です。 

ある家庭では日常的に山菜採りをしてきましたが、歳を取って足腰が立たなくなったら山へ入れなくなる

ので、その前に山から山菜を移植して家の庭で育てていました。しかしそれも汚染されてしまいました。 

イナゴも昨年から放射線量の測定を行なっていますが、近い地域でも採れたものの放射線量に差があ

り、一概に判断することができません。 

販売されている食べ物についても紹介しますが、主食となる米を買う場合でも、放射線量が基準値を

下回っているか、バーコードでチェックする必要があります。基準値を下回るものしか販売されていないので

すが、基準値は大人の場合 100 ベクレル、幼児は 50 ベクレルとなっており、その数値が 90 なのか 10 なの

かはどうしても気にかかる点です。かつてはふるさとのものを食べましょうといわれていましたが、今はふるさと

のものはなかなか安心して食べられないという状況になっております。 

さらに出荷にも問題があります。出荷にあたっては当然、放射線量測定検査を行いますが、この測定

費は生産者が負担しており、かなり大きな負担となっています。 

こうした状況を踏まえまして、今年の日本地理学会のシンポジウムでも、被災地での食文化について取

り扱いましたが、現段階では将来や未来を考える状態ではない。それでも食文化を考えた場合に、これは

母子の問題にも関わってくると考えました。子どもを育てる母親にとって、将来・未来に向けて子どもを安

心して育てていくというときに、安心できる食べ物をいかに子どもに提供できるのかというのは重要な課題で

すが、非常に難しい状況になっています。しかし、それができないと、同時に伝わっていくであろう料理やそ

の味つけというものも伝わらなくなってしまう。その分断をどう解決するかということが大きな問題となっていま

す。 

また、山菜をはじめとした野生資源というものを採集するのは主に年配の方で、お父さん・お母さんの世

代は忙しいのでなかなかできません。山菜採りは世代を超えた文化の継承という機能を持っていましたが、

そういうことも失われてしまい、その点も考えていく必要があると思います。放射能による汚染実態が非常

に細かなモザイクとなっている状況の中で、放射線量を測定して自分の目で確認できる装置ができたらい

いのではないかと考えた次第です。 

放射線測定のシステムを考えていく一方で、官庁や自治体などさまざまな機関によって、さまざまな情

報が提供されるようになってきました。そういうものの中には、出荷規制に関するものもあり、これを見るとま

だまだ東北では、福島に限らず広範囲にわたって出荷制限を受けているということが分かります。特に野生

植物資源に関しては、林野庁も出荷制限を出していて、福島でも多くのところで出荷規制を受けており、
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出荷できない状態になっています。本来であればこの季節に旬を楽しめるものが、全く楽しめないということ

にもなっております。そういう中で、各行政自治体に放射線量計測のために食物が持ち込まれるケースが

多くなっております。実際に飯舘村ではキノコから 21 万ベクレルという数字が出たこともありました。持ち込

みをしてまで計測をするというのは、それだけ山菜類を食べたいという気持ちも非常に強いということだと思

います。繰り返しになりますが、放射線量は近い地域でも差があり、モザイク状になっていますので、モデル

化することは非常に困難です。ですが、目の前のものについてその放射線量を調べて、それをみんなで共

有できるシステムというのはつくれないだろうかと考え、誰でも使えるようにということでスマートフォンと放射能

の測定装置を使って、アプリをつくるということを進めております。 

現地へ行って、そこの場所の位置情報と、状況や行為などさまざまな情報項目を入力していき、さらに

そこの土地条件などの GIS 情報を組み合わせることで情報を表示させ、それをみんなで共有できるように

するシステムをつくっています。そういった簡単な手順によって、市民レベルでの復旧に役立てることができれ

ばと思い取り組んでいます。 

今後の課題としましては、被災地において震災以前のように野生動植物を利用し食したい気持ちとい

ったようなものが、実際に生活を組み立てていく上で非常に重要になると思いますが、それを今回の震災

の損失としてどう算出していけるのだろうか、そこに価値を見出して、被災地の人たちの生活を支えるもの

の一部にできないかということを考えております。それから、情報取得と共有システムの実用化を進めていき、

実際に活用できるようにしていくということを検討していきたいと思っています。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

質疑応答  

○質問者 1 東北大学の河村と申します。立教大学社会学部の間々田教授の研究分担者として、

2011 年度から本種目での研究に参加しております。お話を聞いていて、非常に挑戦的だなと感じました。

僕は専門が政治学なものですから、一点教えていただければと思うのですが、長期的にこういった活動をし

ていると、誰が負担を払うのかということが問題になります。僕は仙台にいるので、大学を休職して、このよ

うな活動を全部やれというようなことを言われたこともありますが、そうすると研究している内容を考えるのと

同時に、どうやって公共財を支払う人たちを増やしていくかというのが課題になってくると思います。恐らくど

こもそうだと思いますが、大学の教員がこういうものを提案したときに、現在は復興庁の補助金などがありま

すが、それが終わった後にどのような形で継続的に資金を調達するのか。特に放射線の関係では長期的

に費用がかかると思いますので、その点を踏まえて仕組みづくりをされているのかということを教えていただき

たいと思います。 

自分がプロジェクトに入って活動しているときにも、公共財は払いたくないけれども、こういう活動をぜひ

続けてほしいという希望が非常に多いです。しかし、サーバーというのは運用にお金がかかり、更新のための

コストもかかってくると思います。その点についても教えてください。 

 

○野中 ありがとうございます。まさにお金の問題というのは一番重要だと思います。サーバーというのも普

通に使えば非常に金がかかるものです。現在使用しているラズベリーというものは LINUX を使いまして、最
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初の年は三千数百円かかりますけれども、あとはインターネット環境があればホストを開設できます。若干

の費用はありますが、その初期投資が何とかなれば動かしていけると思います。 

それから、システム化された情報共有の仕組みにはまだ難しい問題があります。例えば、猿害対策を考

えるときに、60～70 代の年配の方たちが最先端のアプリを喜んで使い始めたという事例がありまして、そう

いう用途では積極的に活用できるものかと思います。しかし、先ほど申しました例えば母子問題を考えた

際に、若いお母さんたちの中で意識ある人たちが、さまざまな立場がある中で情報をむやみやたらに公開

していくと、また別の問題が引き起こされるということも言われていて、難しい課題になっています。ですが、

こういう小さいシステムであれば、クローズなシステムがつくれるという点で、意識のある人たち、教育問題を

共有できる人たちの間で使える形なのではないかと思います。 

それから、もともとこのアプリのもとになったものは、立教大学の教育 GP を使って、フィールドワークの安

心・安全のためのシステムを試作し、それをうまく活用できないかということでつくってきました。これを単に放

射線量測定という用途だけに特化するのではなくて、さまざまな形で情報を共有できるツールとして使って

いければ、いろいろな場面で使うことができ、ポジティブに捉えてもらえるのではないかと期待しております。 

 

○質問者 2 高校の教員をしております。地区によって放射線量が違うということですが、どちらの地区に

入ったのかということと、あとは地区によって感じる生活の差異というのですか、先生が見た限りで、地域に

よってどんな違いがあるのかおうかがいしたいと思います。特に農家、畜産農家などはほとんど避難してされ

ていたり、避難しない畜産農家の方でも、家畜が原因不明で死んでいるなどということを聞くのですが、果

たしてその辺はどうなのか。除染の効果があるのかと。我々の目も、いつの間にか除染というところに向けら

れてしまっていて、果たして効果があるのかというところに疑問を感じているのですが、いかがでしょうか。 

 

○野中 最初のご質問で、まず放射線濃度というものは地区といった行政的な区分け以上にもっと細かく

分かれていて、例えば一軒の家の庭であっても、そこで随分と差があり、かなりミクロなスケールで見ないと

いけないと思います。調査した地区に関しては、車で通っただけの所、お邪魔させていただいた所といろい

ろありますけれども、放射線量が高いところはまだ立ち入り禁止区域になっており調査することはできません。

一方で、大蔵地区と言う場所は既に人が住んでいるのですが、飯舘村という一つの行政区域になってい

るために、「飯舘の」と付くことによって、「比較的」という言葉は抜けないんですけれども、そこが人が住める

ところになっているのに、立入禁止区域と同一視されてしまうということも起こっています。 

また、農業が全くできない状態の地域もあります。飯舘牛という牛は、小規模であっても非常に丁寧に

育てられていましたが、現在は飼育することができず、牧草地だけが残っているという状況です。その付近

には飼育を続けている地域もありますが、そこでも牛を食用にはできず、飼育だけしているという状況になっ

ています。そういった状況下でも操業を続けている企業の工場や作業所では、室内で作業することはでき

ますが、働いている方は別の場所から通勤してきており、村の中での生活再建というのは全くできていない

状態です。 

 

○質問者 3 私は一般の者で、以前は仙台に住んでおりました。先ほどの東北大学の方の質問とも少し
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繋がるかと思いますけれども、今日提示されたシステムやアプリを実際に運用していくとなった場合、具体

的に誰が運用していくのでしょうか。例えば立教大学が主催で、10 年 20 年と続けていくという体制がある

のか、それとも誰かやってくださいという話なのか、その点を教えてください。 

 

○野中 ありがとうございます。それは今後も検討していかなくてはならない点だと思いますが、運用にはメ

ンテナンス費用や更新ということが必要になってきます。システムを一度作ってしまえば、更新していくという

のは比較的少ないコストで済むので、関心のある方が運用していただけるのであれば、その方向もあるかと

思います。また、震災に限らずいろいろな形で使えるものですから、維持の仕方やどの程度オープンにする

かということもさまざまな方向から探っていきたいと思います。 

 

○質問者 3 では、データの収集ですとか、責任は誰が負うことになるかという点はいかがでしょうか。 

 

○野中 データに関しては、サーバーをそれぞれの人が持ち、データをそれぞれの下で小規模に集めて使う

ということで、こちらはあくまでアプリをつくるというところにしておくのがいいのかと考えております。そうしないと、

データ管理の責任と、その継続性という問題がありますので、ある程度、小規模なネットワークにしておくの

がいいのではないかと、今のところ考えております。もっと大規模にしたいという人が出てくれば、それはそのと

きにその人が考えていくということではないかと思っております。 
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雑
誌

を
集
め
て
出
発

文
学
部
・
人
文
科
学
で
何
が
で
き
る
か

人
文

科
学

人
間

性
の

探
究
ー
「
そ
う
ぞ
う
」
力

想
像
と
創
造

主
体

性
・
自
律
性
を
も
ち
画
策
す
る
人
間
の
力

「
自

然
を
生
か
す
」
・
・
・
私
の
研
究
テ
ー
マ
（
地
理
学
）

豊
か
さ
と
は
何
だ
ろ
う
か
？

生
活
の
再
構
築
へ
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生
活
の
再
構
築
を
目
指
し
て

文
化
環
境
学

＜
地

理
学

・
生

態
人

類
学

的
方

法
＞

生
活
時
空

間
行

動
・
空

間
ス
ケ
ー
ル

ロ
ー
カ
ル
・
ナ
リ
ッ
ジ
（
環

境
認

識
・
知

識
と
技

能
・
価

値
観

）

関
係
性
（
馴

染
み

イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
・
参

与
観

察

野
生
生
物

へ
の

働
き
か

け
へ

の
注

目
＝

環
境

の
状

況
性

と
対

処
→
人

間
性

「
そ
う
ぞ
う
」
力

土
地
・
地
域
社
会
・
価
値
観

食
文

化
に
具

体
的

に
表

れ
る

「
暮
ら
し
」
の
質
を
実
証
す
る

「
豊

か
な
暮

ら
し
」

ど
う
や

っ
て
生

活
＜

人
生

＞
を
成

り
立

た
せ

る
の

か

食
生

命
維

持
の

基
本

エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
な
い
！

質
＝

お
い
し
い
も
の

を
お
い
し
く
味

わ
う

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

「
豊

か
・
お
い
し
い
」
（
感

情
）
＋

自
律

性

自
然

の
理

解
と
利

用
技

術

な
じ
み

（
自

然
＋

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

立
教
大
学

SF
R研

究
の

課
題

採
択

（
20

11
〜

20
12

）
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

住
民
の
食
用
野
生

生
物

利
用

へ
の

影
響

と
そ
の

食
文

化
を
守

る
た
め
の
研
究
」

東
北
の
食
文
化
＝
自
然
を
味
わ
う

食
文

化

「
を
」
「
で
」
「
か

ら
」

考
え
る

環
境
・
生
物
を

い
か
に
し
て

資
源
に
す
る
か
？

野
中
（
２
０
０
８
）

イ
ラ
ス
ト
：
柳
原

望

食
＝

生
命

の
自

律
性

（
画

策
）

＝
人

間
性

を
み

る
具

体
的

な
行

為
文

化
＝

土
地

へ
の

適
応

（
自

然
、
歴

史
、
記

憶
、
社

会
）

何
を
、
ど
う
や

っ
て
手

に
入

れ
、
ど
う

調
理
し
、
ど
ん
な
時

に
、
だ
れ

と
食

べ
る
か

？
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多
様

な
利

用

表
：
斉
藤
（
20

05
)
イ
ラ
ス
ト
：
柳
原

望

採
集

の
楽

し
み

干
す
食
文
化

環
境

の
有

効
利

用

保
存
食

採
集
時
期

＋
食
用
期
間

（
旬
＋
日
常
）

さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
の

利
用

（
ご
ち
そ
う
・
行

事
）

さ
ま
ざ
ま
な
楽
し
み

（
採
集
・
お
裾
分

け
）
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い
な
ご
も
大

事
生
物
多
様
性

半
栽

培
物

自
分
で
得
た
い

研
究
の
進
捗

２
０
１
１

調
査

ど
こ
ろ
で
な
い

生
活

基
盤

確
立

へ

１
年

目
デ
ー
タ
取

得
の

困
難

さ
（
深

刻
な
汚

染
・
人

・
社

会
の

不
安

）

現
地

専
門

家
も
交

え
た
グ
ル

ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

・
・
・
・
自

分
で
育

て
る
食

材

行
事

食
・
半

栽
培

も
の

の
大

切
さ

住
民

の
意

識
の

違
い

放
射

線
量

の
問

題

→
方

針
変

更
G
IS
/G

PS
に
よ
る
場
所
情
報
取
得
シ
ス
テ
ム
開
発
へ

２
０
１
２

シ
ス
テ
ム
構

築

２
年

目
野

生
資

源
の

放
射

線
量

測
定

・
・
・
・
・
汚

染
モ
ザ

イ
ク
の

現
実

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
の

公
開

が
進

む
の

で
そ
の

活
用

２
０
１
３

村
に
入

っ
て
現

実
の

姿
に
直

面

３
年

目
自

律
性

・
主

体
性

を
食

文
化

か
ら
ど
の

よ
う
に
サ

ポ
ー
ト
で
き
る
か

広
域

の
食

文
化

を
支

え
る
食

材
供

給
地
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飯
舘
村
の
位
置

G
oo

gl
e

震
災
後

震
災
以
前

24
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猿
が

柿
を
食
べ
て
い
る
・
・
・
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い
つ
食

べ
ら
れ

る
だ
ろ
う
か

？
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イ
ナ
ゴ
は
？

場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
放
射
線
量

ア
ケ
ビ
が

猿
に
・
・
・ 主
食

28



出
荷

の
た
め
の

測
定

は
自

己
負

担
で

わ
か
ら
な
い
も
の
を
ど
う
す
る
か
？

何
を
信
じ
る
の
か
？

信
じ
ら
れ
る
の
か
？

将
来

は
？

未
来

は
？

食
文

化
は

母
子

問
題

で
も
あ
る

→
安

全
で
健

康
に
お
い
し
く

料
理

・
味

を
伝

え
る

祖
父

母
か

ら
の

文
化

（
知
識

と
技

能
）
の

継
承

で
も
あ
る

→
実

践
と
経
験
の

場

日
本

地
理

学
会

で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

（
20

13
.9
.3
0

福
島

）
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放
射

線
量

の
分

布

各
地

の
放

射
線

量
測

定

全
国

23
都

道
府

県
17

4区
市

町
村

各
種
測
定
結
果
の
サ
イ
ト
情
報
整
理
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農
水
省

朝
日

新
聞

デ
ジ
タ
ル

２
０
1２

．
１
１
．
１
９

出
荷
制
限
の
サ
イ
ト

民
間
で
も

各
自
治
体
の
情
報
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福
島
県
の
山
菜
類
の
出
荷
規
制

野
生
植
物
資
源

福
島

市
20

13
年

10
月

春
の

山
菜

も
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で
は
、
何
が
で
き
る
か
？

個
々

の
食

物
の

放
射

線
量

＝
生

物
特

性
×

被
爆

量
×

土
壌

×
気

候
（ 降

水
・
気
温
・
湿
度
・
風
力
風
向
）

×
地

形
×

植
生

×
・
・
・
・
・

→
こ
れ

を
モ
デ
ル

化
す
る
こ
と
で
は

解
決

で
き
な
い

土
地
と
食
物
を
結
び
つ
け
た
情
報
作
り
＋
情
報
共
有

「
食

べ
ら
れ

る
か

な
？

」

可
能

性
を
探

る
＝

自
律

を
支

え
る
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
る

良
く
も
悪

く
も
わ

か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
具

体
的

に
わ

か
る
よ
う
に
す
る

土
地
＝
知
識

・
技

能
の

実
践

と
継

承
＜

記
憶

＞
の

場
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

も
の

と
場

所
と
利

用
の

地
図

情
報

化

食
べ
た
い
気
持
ち
故

シ
ス
テ
ム
構

成 地
点

G
PS
（
緯

度
経

度
）

対
象

状
況

行
為

＋ 放
射

線
量

W
EB

サ
ー
バ

In
te
rn
et

G
IS
情

報
植
生

土
壌

気
候

放
射
線
量

入
力

ア
シ
ス
ト

情
報

組
み

合
わ

せ

情
報

共
有

情
報

蓄
積

放
射
能
測
定
と
情
報
取
得
シ
ス
テ
ム
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測
定

し
て
デ
ー
タ
項

目
情

報
を
付

加
し
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
共

有

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ

イ
ト
上

で
の

情
報

共
有

パ
ソ
コ
ン
上
で
の

位
置
情
報

取
得
情
報

の
表
示
へ

小
型
・
安
価
な
サ
ー

バ
で
普
及
化

ip
ho

ne
上
で
の
表
示
例
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今
後
の
課
題

・
価

値
の

明
示
化

・
損

失
の

算
出

を
支

え
る
人

文
科

学
的

モ
デ
ル

作
り

・
情

報
取

得
共
有

シ
ス
テ
ム
の

実
用

化
と
活

用

・
既

存
情

報
を
利

用
し
た
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
よ
る
広

域
ス
ケ
ー
ル

で
の

情
報

提
供

実
践

的
に
は

・
野

生
食

材
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

提
案

・
採

集
活

動
の
保

養
へ

の
組

み
込

み
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 報告②：震災後復興構想における持続可能なコミュニティ形成の 

方法論に関する調査研究  

空閑 厚樹 准教授（コミュニティ福祉学部） 

 

 

○空閑 コミュニティ福祉学部の空閑と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

今日の報告ですが、次の 3 点についてお話をしていきたいと思います。

1 点目は、生命倫理学の議論における東日本大震災の位置づけの

検討です。2 点目が、震災後復興支援における持続可能なコミュニテ

ィ形成に関する調査結果の報告、3 点目が今後の課題です。 

私はコミュニティ福祉学部で生命倫理学という領域を専門に研究し

ています。その領域から、今回の復興支援を通して何を学ぶことができ

るだろうかということと、反対に私の研究から復興支援にどのような貢献

ができるだろうかということが、この研究の動機になっています。  

1点目に関しては、主に文献調査を中心に研究を進めてきました。2 点目に関しては、1点目の研究を

踏まえた上で、この問題を具体的に考えるときには抽象的に考えるのではなく、具体的な実践例を調べて

いきたいと思いましたので、持続可能なコミュニティ形成について、今どのような動きがあり、実際にどのよう

な活動をしているのかということを調査したという内容です。それを踏まえて、3 点目の今後の課題について

話をしていきます。 

ではまず 1 点目です。先ほど申し上げましたように、東日本大震災という大きな出来事が、生命倫理

学、バイオエシックスの学問領域の方法論および範囲に関する議論に、具体的再検討の契機を与えたの

ではないかという視点から調査研究を始めました。このことをお話しするにあたり、以下の 3 点からお話をし

ていきます。 

最初の点ですけれども、生命倫理学の方法論、範囲に関して、どのような意味で再検討が迫られてい

るのか。生命倫理学というと、医療倫理学と同一のものと捉えられている現状を批判的に検討しました。

生命倫理というと、日本では 1980 年代ぐらいから議論が始まりまして、そのときには主に臓器移植の問題

が主要テーマでした。現在においても、新聞やテレビで議論されるのは出生前診断の問題であるとか、ま

た生命倫理学会でも医療倫理、特に先端的な医療技術を社会として受け入れるのかどうかという議論

が中心のテーマとなっていて、生命倫理学は医療倫理とほぼ同一視されている現状があります。 

生命倫理と医療倫理をほぼ同じとする理解に対して、批判的な検討をしなければいけないという研究

も、歴史研究を中心に始まっています。簡単にご紹介します。アメリカで生命倫理学の元になったバイオエ

シックスが1970年代後半にできたときに、3人の中心人物がいました。それがポッター、ヘレガースとシュライ

バーです。ポッターという人は生物学者、ヘレガースという人は産婦人科医、シュライバーという人は研究に

お金を出した政治家だと言われているのですが、ヘレガースがシュライバーから資金提供を受け、生命倫

理学、バイオエシックスの研究所というのを立ち上げました。そこでの中心的なテーマというのが、医療関係
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に関することだったわけです。そのため、バイオエシックスというと、医療倫理に関することだというような理解

が広まっていきましたが、実はバイオエシックスという言葉を最初に使ったのはポッターで、この人は科学がど

んどん進んで、それをうまく制御できないという状況下で、自然科学と人文科学を繋げるような学問領域

が必要だということを言っています。現在で言うところの、環境倫理に近いようなコンセプトでバイオエシックス

という言葉を使い出したのです。人間活動の影響が自然環境を破壊したり、あるいは公害を含め、人間

そのものに害を及ぼすことになるのではないかと考えたのです。ですから、この学問領域が出てきた時点にさ

かのぼって、今後の生命倫理学、ないしはバイオエシックスというものを考えていく必要があるという議論が

今、出てきているのです。 

生命倫理学ないしはバイオエシックスの出発点にこのような議論の背景があるというのを前提にした上で、

今回の東日本大震災というものが、どういうインパクトを与えたのかということを、ここで確認しておきます。ま

ず、最初に大きな影響としてあったのが、科学の信頼性ということでした。先ほどの野中先生のご発表の

中にもありましたけれども、ある科学の専門家は 100 ベクレルでも問題ないといい、別の研究者は、10 ベク

レルでも危ないんだということを言い、何を信じていいか分からないというような状況があります。そのような中

で、今、生命倫理という学問領域で大きく話題になっているのが、科学者が御用学者的になってしまって

いいのだろうかというような問題提起です。倫理という視点からの問題提起もなされていて、そこでも健康

被害であるとか、人間の長期的な健康に対する害というものを、どのように捉えればいいんだろうかというよ

うな議論がなされています。 

ただ私としては、もしもこの東日本大震災のことを生命倫理学の主題として受けとめて、今後の学問の

展開として考えるのであれば、健康や医療に限定するのではなくて、もう少し広い領域で、つまり現状の社

会のあり方であるとか、具体的な暮らしのあり方というものが、あるいは科学と生活の関係のあり方というも

のが、再検討されなければいけないのではないかと考えます。スライドに「生存の科学」と書いたのは、ポッタ

ーが『バイオエシックス』というタイトルの本の副題に挙げたことですが、この本では、現状のままでは種として

のヒトが生き延びていけないのではないかということを指摘していました。原発事故や温暖化が進む状況の

中で、このような生存の科学的な視点から、バイオエシックスというものを考えていく必要があり、そのときに

恐らくヒントになるのが、バイオエシックスといったときの、そのバイオというものをもう一回考え直す必要がある

ということを、本研究では考えています。 

バイオエシックスといったときの従来言われてきたバイオというものは、バイオテクノロジーに代表されるよう

に、研究や解明、あるいは操作の対象として捉えられていました。私がこの研究で取り組んでいきたいと思

ったのが、バイオの領域を広げて理解するということです。バイオはギリシャ語のビオスを語源としていますが、

これは人間の生命や生活に限定した意味領域しか持ちません。ギリシャ語にはゾーエーという単語もあり、

これはすべての命を表します。バイオエシックスはこの意味でバイオを超えた意味領域を検討対象とすべき

ではないかと考えました。ここで参考にしたのがライフという英単語です。ライフの意味領域は生命、生活、

人生、さらに人以外の生命も含むような生命、いのちも含みます。バイオエシックスといったときに、医療とい

う特殊な領域に限定して考えるのではなくて、医療行為がなされるその背景、社会構造のあり方、ライフ

スタイルが環境に与える負荷についても検討していく必要があると考えました。具体的には、今のあり方と

いうのが、持続可能なものなのかどうなのか、その点から考えていく必要があるのではないかと考えていま
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す。 

こういった問題意識は、現状においては主に環境倫理学と言われている領域で議論されています。バイ

オエシックスというものを大きな視点から捉えるのであれば、別々に論じるのではなくて、繋げて考えていく必

要があると、今回の研究では捉えています。その際、生命倫理学と環境倫理学にはどのような違いがある

のかということについては、次のような整理のされ方が一般によく知られています。環境倫理学というものは、

将来の世代や遠く離れている人をも含めて、その人たちの暮らし、生命、命のあり方ということも考えて、今、

自分の行動を律していかなくてはいけないと考える。すると、これは一種の全体主義に繋がるのではないか

という理解です。対して生命倫理学というものは、最先端の医療を使っていいかどうかということを個人をベ

ースに考えていきますので、これは基本的に個人主義であるといえます。また生命倫理学の基本的な概

念である生活の質というものは、徹底的に現在という時間に呈していると。痛いとか、痛くないとかという現

在の感覚が価値判断の原点になります。ところが環境倫理学というのは未来への責任であり、これは未

来だけではなくて、今、目の前で、権利義務関係で対比されるような人間関係だけではないような人のこ

とをも含めた議論をしなくてはいけないという倫理的な原理を導入するという指摘がなされています。 

しかし、このように生命倫理と環境倫理には違いがあると言っているだけでは、議論は前に進みません。

私はこの研究の中で、何らかの具体的な知見を示していきたいと思っていました。これをどうにかして繋げて

いくことはできないだろうかと考えたときに、一つキーワードになったのが、コミュニティということです。コミュニテ

ィでの実践を通して、そこで暮らす個々人の生活の質であるとか、人権であるとか、その人のクオリティ・オ

ブ・ライフというものを高めるということと同時に、環境負荷、生存の戦略として、きちんと生きていけるための

暮らしの仕方の両立というものを考える一つの具体的な場として、コミュニティを調査してみようと考えたわ

けです。 

東日本大震災で露わになったのは、先進国と言われている日本で暮らしている私たちの日常生活の

基盤が、実は非常に脆弱なものなのであるということです。便利・快適で、安心・安全な暮らしというような

ものを求めてきた結果として、大きなしっぺ返しのような形で原発事故や気候変動という問題を引き起こし

ていると考えるならば、具体的な生命倫理学の課題として、持続可能な暮らしということを考えていくことを、

生命倫理学の議論として今後は位置付けていく必要があるのではないかと考えたわけです。 

今回の研究の中で具体的に検討した事例というのが、エコビレッジの実践と、トランジション・タウンの実

践です。単にこういう実践事例があるというだけでは、その実践事例がどのように復興支援に役立ち得るの

かということまで話を展開することはできませんので、このような実践事例を支えているような方法論としてど

のようなものがあるのか紹介します。エコビレッジでは、エコビレッジ・デザイン・エデュケーションというプログラム

があり、トランジション・タウンについては、トランジション・トレーニングというものがありますので、それについて

の情報収集をしました。また、エコビレッジやトランジション・タウンの実践を支える理念として、ローカリゼー

ションというものがありますので、それについてもご紹介したいと思います。 

まず、これらの実践を復興支援に実際に活かしている事例を紹介します。南スマトラ沖の大地震による

大津波があった後、新たな復興のプロセスの中で、実際にエコビレッジというコンセプトが採用された事例で

す。次に日本で参考になりそうな事例として、アズワン・コミュニティというコミュニティについての紹介をしま

す。 
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その前にエコビレッジとトランジション・タウンについて簡単にご説明します。エコビレッジは、「人類の健全

な発展を支え、限りない未来にうまく繋がる方法を採用することによって、人間の活動が自然界に害を及

ぼすことなく溶け込んでいる、ヒューマンスケールの、生活のための機能が十分に備わった集落である」、あ

るいは「これは理想化された過去への回帰を表現するものではなく、地球に負荷をかけない生き方、共同

体レベルのガバナンス、近代の省エネ技術などの人間の専門知識の最高のものを活用する新たな総合

的な取り組みである」というような紹介がされています。 

先ほど申しましたように、全体主義として環境倫理を捉える、あるいは個々人の人間の生活の質や人

権を守るということに焦点を当てるということではなくて、それを具体的に両立させてみようということを考えて、

実践している取り組みだとご理解いただければいいと思います。 

エコビレッジはあまり主要メディアに出てくることはないのですが、トランジション・タウンは、大手の一般紙

でも紹介されることがありますので、ご覧になったことがあるかもしれません。これは 2005 年から始まった運

動で、経済危機とか、自然災害に直面しても、パニックに陥らずに、地域ぐるみで暮らしを守り、取り戻す

底力を養う運動です。そのためには、地元で生産・消費される食糧の割合を引き上げる、地域の活動を

支える地域通貨を流通させることであるとか、太陽光発電の普及によって、エネルギーの自給率を高める

ような活動を提案して実践しているというということです。今、日本を含めて 34 カ国、1,000 を超えるような

町で、さまざまな実験が行われていると言われています。 

次に、こういった実践を支える方法論について考えてみます。たとえば、EDE と言われている、エコビレッ

ジ・デザイン・エデュケーションですが、これは「ガイア・エデュケーション」という国際的なエコビレッジの連絡組

織がありまして、そこで開発された持続可能な暮らしをデザインするための、国際的な教育プログラムです。

これまで 34 カ国で開催されて、国連の「持続可能な開発のための教育の 10 年」にも正式に参加していま

す。 

具体的にどんなことをするのかというと、「環境」「経済」「社会」「世界観」という 4 つの大きな柱がありま

す。「環境」であれば、太陽光パネルやエネルギーの自給というものが、具体的にどのように実現できるのか。

あるいは単にハード面だけでなく電力供給の仕組みも含めて学んでいきます。「経済」であれば、例えば地

域通貨やコミュニティビジネスなど、これまでの支配的な、大手の流通を前提としない仕組みは、どのように

作れるのだろうかというようなことを学びます。「社会」では、新しいコミュニティ運動をするときに必ず発生す

る人間関係の問題を、どのような工夫をすればうまく解決できるのかということの方法論を、主にワークショッ

プを積み上げながら学んでいきます。「世界観」については、ガイア・エデュケーションのプログラムをつくるとき

にも議論があったようですが、これは「価値」に関することを学んでみようということです。要は、これまでの暮

らしというものがもし持続可能でないのであれば、物質をベースにした豊かさというものに、私たちは引きずら

れてしまっているのではないか。あるいは、自分というものと、この社会、この世界というものを、どのように理

解するのかというときに、物質に中心を置いたような価値観や世界理解というのは、自分というものがいて、

操作対象としての環境、社会、他者というものがいるという、その主客というものを切り離して考えるような

近代的な科学感に基づく世界観がこういった事態をもたらしているのではないか。そのため、それを相対化

するような世界観というものを学んでみようという試みです。参考にしているのは近代的な世界観ではなく、

伝統と社会における世界観であり、それがどのようなものなのかを考えます。そこでのメッセージというものを、
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もう一回きちんと学び直してみようということが言われています。 

ローカリゼーションというものが、エコビレッジやトランジション・タウンの活動の基本的な考え方としてあるわ

けですが、近年、日本でも TPP に参画するかどうかという議論があります。参画しなければ日本の豊かさと

いうものを確保できないという議論が非常に幅を利かせていますが、それというのも、大量生産、大量消費、

あるいはエネルギーを湯水のように使った上での現状が前提となっているわけですから、そうではなくて、ロー

カルな繋がりを通して暮らしというものを見直し、実践するということの具体的な形が、エコビレッジやトラン

ジション・タウンであるということで、ローカリゼーションの考え方をご紹介いたしました。 

それでは実際に復興支援において、活用された例としてどういうものがあるのかということですが、スリラン

カにおいて 2004 年のスマトラ沖地震の発生後に、被災した家族が集まり新たにエコビレッジをつくったという

事例があります。これは国連の環境計画とアメリカの国際開発庁が資金援助をしてなされました。これま

でお話ししたトランジション・タウンやエコビレッジの取り組みは、今の生活は持続可能ではないし、自分自

身も今の生活に納得できないという人が自分自身で起こした運動ですが、一方でこのスリランカの場合に

は、海岸部に住んでいる人たちが、津波で漁業ができなくなり、新たに復興する際にアメリカの NGO や国

連から資金提供を受け、住居も仕事のあっせんも全てやってもらって始まったエコビレッジで、これまで紹介

してきたものとはコンセプトが違います。実際に住民の方々にお話を聞くと、エコビレッジという意識はそれほ

ど強くはないということでした。また、町まで行かないと仕事がないので、どうしてもエコビレッジで新たなコミュ

ニティをつくっているというような意識は強くはないという話を聞きました。 

スリランカでの事例というものは、エコビレッジのコンセプトが災害後のコミュニティ形成に採用された事例

としては参考になりますが、社会環境の大きく異なる日本にそのまま参考にできるようなものではありません。

そこで、愛知県にある「アズワン・コミュニティ鈴鹿」を簡単にご紹介します。ここでは、まさに今お話ししたよ

うに、これまでの生活では持続可能ではないし、自分たちの生活の質も必ずしも高くない、そこで自分たち

自身で自分たちなりの暮らしをしてみようということで始まった取り組みです。特徴的なのは、日々の暮らし

を通して、例えば農業、弁当屋、飲食店の経営といったさまざまなことを協力しながら行っていき、日々の

暮らしを学びの対象としている点です。また、その学びを定期的に研究会を持つことで、コミュニティメンバー

間で検討し、見直しをするというサイクルをつくっている取り組みだという点です。 

このコミュニティで非常に印象的な点が、何かをやりたいと思う人がやり、それがうまくいけば、そういう時

期だからその事業はうまくいったという考え方を持っているという点です。それで 10 年間続いていて、それぞ

れの事業はうまくいっているということです。私は、学生たちの引率で何度か気仙沼大島や陸前高田に行

って、現地の方々にお話を聞くことがありましたが、雇用や人間関係というものが非常に大きな問題である

と聞くことがありました。そういったことを考えると、自分たちで納得のいく雇用のあり方をつくって、暮らしの中

で何か人間関係の問題が起これば、うまく手当をしていく仕組みをつくっていくということが、これからの復興

支援におけるコミュニティのあり方として、参考になるのではないかなと考えております。 

最後に今後の課題ですけれども、本日ここで紹介したコミュニティ実践というものは、全く無視をされるか、

あるいは内輪で盛り上がるかのどちらかになりがちになるという現状があります。そうではなくて、こういう課題

がある、あるいはこういう成果があるのできちんと評価できるのではないかということを、立体的に提示して、

蓄積していく必要があると思います。さらには、多様な取り組みが出てきていますので、そういった実際のネ

40



ットワークをつくっていく必要があるのではないか。また、これらを単に蓄積するだけではなくて、今後のコミュ

ニティをつくっていくというときの具体的なヒントとして使えるような形で情報発信をしていく必要があるのでは

ないかと考えております。最後の点は、生命倫理での議論のまとめとしてつけ加えたものですので、質問が

ありましたらお答えをするという形にします。 

以上です。ありがとうございました。 

 

質疑応答  

○質問者 1 本日は貴重なお話しをいただき、ありがとうございます。私は社会学研究科博士課程前期

課程に所属しております。私もボランティア支援などで、微力ながら復興支援に携わっているのですが、も

ともと過疎化の進んでいた寒村にとっての復興とはどのような形が考えられるでしょうか。現実味のある持

続可能性が実現できるのか、自分自身で答えが出せませんでした。ここでの持続可能性について、どのよ

うにお考えなのか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 

 

○空閑 ありがとうございます。震災で被災した地域というのは、既に過疎化が進んで、産業もなくて、持

続可能ではないではないかと言われている中で、追い打ちをかけるように今回の震災があったということは、

よく指摘されているところだと思います。今回ご紹介したエコビレッジやトランジション・タウンの取り組みは、

いわゆる過疎化した地域や、既にそういう持続可能な暮らしにおいて問題を抱えている地域を都会化した

りであるとか、あるいは産業をまたそこにつくって復興させようということではなくて、むしろ今あるものを再発

見し、今ある繋がりというものをさらに繋ぎ直していって、暮らしていけるような仕組みをつくろうというもので

す。 

そのためには、例えば産業をつくろうと思ったら、大きな資本が必要ですし、技術者も必要ですし、どこか

ら手をつけていいか分からないということになるかもしれません。しかしそこで人の繋がりであるとか、ミーティン

グの持ち方、あるいは自分たちで仕事をつくって、自分たちでそれを交換していくことで、それがアイデアだけ

ではなくて、実際に回っていく様子を見せられたら、これでやってみようかなと思う人が出てくるのではないか

と思います。大きなお金を動かそうと思ったら、担保も必要ですし、保障がないとなかなか現実は動いてい

かないというところがあると思います。そういったことではなくて、自分の手元に今あるものをうまく工夫すること

で暮らしていけるということを持続可能と捉えていただいて結構なのではないかと思います。 

 

○質問者 2 東北大学の河村です。私は石巻や三陸へ行っているのですが、実は年金制度の有無とい

うのが、被災地の復旧復興に却ってマイナスになっているという実感があります。先ほどおっしゃった持続可

能性、食べていければいいということは、逆に言うと年金がある方はできますけど、年金がない方は出ていく

しかない。それでは持続可能ではないですよね。そうすると、先生のご指摘した、例えばインドネシアでは、

むしろセーフティネットができていながゆえに、持続可能なコミュニティとチャンスがあるかもしれませんが、現

実問題として年金の有無ということが、コミュニティ内での格差になり、実際の復興では足かせになっていま

す。投資をするとしても、お年寄りはお金を持っている、時間もある、コミュニティづくりに参加する。若い人

たちは仕事を得るために仙台まで通ってくる、時間がない、お金もない、参加しない。そういう点を考えたと
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きに、それを克服していくために、若い人たち、例えば立教大学が学生を行かせたい、でも仕事がないから

行かせられない、こういう人たちが持続可能にやっていく手段についてどうお考えなのか、年金を絡めた上で

おうかがいできればと思います。 

 

○空閑 ありがとうございます。実はいくつかコミュニティを調査していると、まず食べ物については農業をして

いるので、ほとんどお金がかからない。着るものや移動手段というものも、共有しているのでほとんど現金は

かからない。一番お金がかかるのが教育と医療で、どうしても現金が必要になってくるという話を聞きます。 

ただ、非常に印象に残っていることが、自分でやろうとすると、自分で抱え込んで、世帯ごとで線をつくっ

てしまって、お金が足りないとなるんだけれども、そこを必要な人に必要な分が行くような仕組みをみんなで

つくろうとすると、お金が足りてくるということです。ですから、まさに年金というのは、きちんとした根拠に基づ

いて将来設計ができるための重要な仕組みだと思いますが、そういうお金がないとできないというところを、

少し相対化し、さらにその実践を見てもらって、それがうまくいっているのであれば、もう少し評価していいの

ではないかなと考えています。 

 

○質問者 2 先生のご指摘、非常にもっともだと思います。その上でぜひ押さえていただきたいのは、人口

密度が高くて交通手段やコストがかからない西日本のような所であれば、それは可能だと思うのですが、

実際に東北の寒村では、コミュニケーションするのにもまず交通費がかかります。それと同時に、自動車の

保持にも費用がかかるわけですが、病院に行くにもお金と時間がかかるということで、恐らくご議論の中で、

時間コストという部分をもう少し克服していかないといけないのではないかと思います。さらに雪も降りますの

で、そうなるとますます外に出ることが難しくなります。今回のお話しでは、ある程度の人口集積がないとで

きないことになってしまうわけで、それを克服していかないと、恐らく行き着く先は、高速交通網で新幹線を

どんどん敷いて、移動しやすい環境をつくるか、規模の小さいところは切り捨てて集住するのどちらかしかな

くなってしまうような気がします。 

しかし、実際には集住するときに固定資産を捨てて移るということや、高台移転に伴う問題があるわけ

です。日本人にとってみると、固定資産は非常に行動原理に影響を与えていますし、距離や時間距離と

いったものに負担がかかるというところも、今後の研究を進める際の論点に加えていただければと思います。 

 

○空閑 貴重な意見、ありがとうございます。 
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 報告③：被災地および被災者の支援のあり方に関する探索的研究 

－生活者の視点から 

森本 佳樹 教授（コミュニティ福祉学部） 

松山 真 教授（コミュニティ福祉学部） 

杉浦 克己 教授（コミュニティ福祉学部） 

湯澤 直美 教授（コミュニティ福祉学部） 

和 秀俊 助教（コミュニティ福祉学部） 

 

 

○森本 コミュニティ福祉学部の森本と申します。 

コミュニティ福祉学部は 2011 年の 4 月から、復興支援プロジェクトとして

長期的な活動を行ってきました。他学部も含めて、これまでに延べ 1,300

人ほどの学生が現地で活動しています。スタートした当初は財源が全く

なかったものですから、どのような形で活動を組み立てていくかについて、

何らかの形で支援や財源を得なければいけないということで、立教 GP と

立教SFRに申請をいたしました。現地で何が起きていて、今後どうしてい

くのかということを探るために、立教 SFR を申請し、5 人の教員がそれぞれ

の専門分野からアプローチして、現地で課題を探っていこうと考えたという

のが、研究の動機ということになります。 

和先生、私、松山先生、湯澤先生、そして杉浦先生、5 人が 6 つのテーマでそれぞれお話しをいたしま

す。実際にはこれまで活動してきた中で、まだ十分にできていないところ、あるいは少し方向を変えたところ

というのもあります。最初は和先生の報告からお聞きいただければと思います。 

 

 

研究 1： 継続的なフィールドワークによる被災地のリアルな現状・課題、 

被災地の真のニーズの把握 

 

○和 コミュニティ福祉学部の和と申します。まずは大学からの貴重な助成金により 3 年間の研究をさせ

ていただき、誠にありがとうございます。心から御礼申し上げます。 

私はフィールドワークを通して、まず被災地のリアルな現状や課題、被災者の真のニーズというものを把

握していこうと取り組んできました。時間の経過とともにフェーズが随分と変わってきておりますので、それを

総括的に報告するのはなかなか難しい部分もありますが、現時点でのニーズを中心に報告させていただき

たいと思います。 

私どものプロジェクトのフィールドですが、気仙沼大島、陸前高田、石巻、それから新宿区の避難所の

4 カ所で行っております。 

まず気仙沼大島ですが、私たちは大島に 3 つある仮説住宅の内の 1 つ、大島中学校の仮設住宅に
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関わってきました。仮設住宅の中での生活ではいくつかの課題が出てきているのですが、まず孤立しがちに

なるという点が挙げられます。これから寒さも厳しくなり、家に閉じこもりぎみになることで孤立し、身体機能

が衰えていくという課題があります。また同時にコミュニケーションの機会も減ってしまいますので、心の問題

も発生しやすくなるという課題が見えてきました。 

またこのような身体機能の衰えというのは、転倒など器質的な問題・課題ということもありますが、震災

発生から 3 年目になっても希望を抱きづらいという現状があり、また健康体操や栄養指導というニーズが

高いという現状もあります。そして、そのような活動を通してのコミュニケーションというものが非常に重要だと

いうことを感じています。 

次に陸前高田です。陸前高田はご存知のように、被災状況が非常に広域に広がりまして、私たちが

関われる部分はその一部に過ぎませんが、小友地区の民家をお借りして、立教大学のサポートハウスとい

う形で拠点を設けております。小友地区の向かいの広田半島に仮説住宅があり、そちらでのニーズの把

握についてご報告いたします。状況としては先ほどの大島とも近い部分がありますが、特にこちらでは子ど

もたちが非常にストレスを溜めてしまっており、それを発散できる場を求めているという現状があります。また

子育てをしている親御さんたちも、仕事や子育てに追われてストレスを溜めてしまっているので、気分をリフ

レッシュできるものへのニーズがあります。高齢者については、地理的にアップダウンの激しい半島であるため、

冬場は外に出にくくなるという課題があり、そのような状況から、家の中でもできるような体操や、多くの人

が集まる交流の場が必要というニーズが見えてきています。その一方で、震災発生から 3 年目となり、うつ

傾向やうつ病者が一層増えており、その他の病的な要因も重なるなどして、自殺者が非常に増えてきて

いる現状があります。うつ病者への対応も含めて、自殺予防についての取り組みが、本格的に求められて

きています。 

続いて石巻についてご説明いたします。石巻も広域で被災しましたが、少し内陸に開成仮設という大

きな仮説住宅がありまして、そちらのニーズや課題を整理したいと思います。仮設住宅での生活が長期化

してきて、福祉制度では対応しきれないようなニーズが随分と出てきました。制度の谷間における生活問

題の顕在化ということです。長期間にわたる仮設住宅での生活において、今までは問題とならなかったこと

が、人の目に触れて問題化されてしまうというようなことが起きています。そういう中で、複合的な福祉課題

や制度では対応できないようなサービスに対応している NPO やボランティアが必要だという状況が見えてき

ました。 

また、高台移転を含めてのコミュニティの再生が、石巻では随分と遅れているという課題が明らかになっ

ています。コミュニティの再生というのは、これから求められてくることであり、私たちの活動の一つである小規

模多機能型施設の「めだかの学園」などを拠点とした、地域包括ケアサービスというものを通したコミュニテ

ィの再構築というものが必要なのではないかと思います。 

加えて、行政職員の方々も被災者であることに変わりはありません。市民の方々のニーズに応え、相談

業務を行っている行政職員の方々のうつ病者が、石巻では非常に多くなっています。仙台では 100 名超

と最も多く、石巻では 90 数名という方々がうつ病に罹患しているというデータがあります。また表には出てい

ないのですが、自殺者が随分と増えているということも伺っています。そうなりますと、地域住民だけではなく、

サービス提供者側である行政の方々に対するメンタルヘルスも必要だということが見えてきました。 
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最後に新宿区の避難者支援としまして、さまざまな課題が出てきておりますが、その中でも定住支援と

帰還支援の両極を見据えて取り組む必要性が見えてまいりました。 

私の報告は以上です。 

 

 

研究 2： 被災地におけるボランタリズムのメカニズム 

 

○森本 私からは「被災地におけるボランタリズムのメカニズム」ということで報告させていただきます。まず

研究の発端につきまして、震災発生後に災害ボランティアセンターというものが各地で立ち上げられており

ますが、うまく機能したところとそうでないところがありました。その原因がどこにあったか、あるいは今後発生

すると言われている東南海地震や首都圏直下型地震といった広域災害が発生した際に、どのようにした

ら災害ボランティアセンターをうまく機能させることができるのか、という問題意識です。石巻の災害ボランテ

ィアセンターのモデルが非常に成功したと言われていますが、なぜうまくいったのか、あるいはそう言われてい

るのかという点も検討しています。私自身は、阪神・淡路大震災、熊本県の水俣の土石流災害、有珠

山噴火と中越地震などいくつかの災害をフィールドワークの対象としていますので、その経験を踏まえて考

察したいと思います。 

まず、「災害ボランティアセンター」というものの創出経緯についてお話しいたします。阪神・淡路大震災

や水俣の災害、中越地震等で、公的な部分での対応が遅れ、NPO や NGO がそれぞれの縄張りをつくっ

て活動し、そこに行政や社会福祉協議会が入りにくくなってしまう、または互いに対立してしまうという状況

がありました。阪神・淡路大震災のときは多くの学生が現地に赴きましたが、行政や社会福祉協議会に

行っても活動がなく、NPO や NGO と共に活動するというようなことがありました。 

しかし、多くの学生は4月になると帰ってしまい、NPOやNGOも資金が尽きれば引き上げてしまいます。

「継続的な復興活動」という視点では、その地域でさまざまな団体を組織している社会福祉協議会がど

のような形で災害ボランティアセンターを運営していけばいいのか、あるいは初動期で立ち遅れてしまった場

合に、NPO や NGO からどのように活動を引き継いでいくのか、さらには行政がその仲介として、どのような

仕組みをつくればいいのかということを検討する必要があります。 

全国社会福祉協議会は、阪神・淡路大震災の経験でこのような仕組みづくりのノウハウを持っていま

す。一般的には、1997 年１月のナホトカ号重油流出事故の際に、災害ボランティアセンターという名前が

初めて使われたと言われ、その後の水俣の土石流災害や中越地震のときには完全に災害ボランティアセ

ンターとして設置されています。東日本大震災では、全国社会福祉協議会の集計によれば、全国に 196

カ所の災害ボランティアセンターが設置され、被災地 3 県では 104 カ所になります。他県では支援を送り

出す側の災害ボランティアセンターという形でも設置されています。 

私たちの研究の視点は、地域に根づいた組織、そして社会福祉協議会が長期的に活動を継続する

ために、どのような形で災害ボランティアセンターを運営すればよいかという点です。その中で本学から派遣

した学生も含めて私たちが調査する上で留意したことですが、まず、「収奪的」調査を行わないということで

した。被災地をフィールドとする調査では、「収奪的」調査というのを非常に多く目にしてきています。いろい
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ろと聞いて自分たちだけの収穫にして、地域や被災地には貢献していない。東北でも、同じ高齢者の方

に 1 日に 4～5 人が調査に来た上、成果はどこにも出ていないというようなことがありました。そういうことは

絶対にしない。それがこの立教 SFR で調査を行った研究者共通の認識でした。 

もう 1 点は、「調査のための調査」ではなく、復興支援に資するものであること、将来的には今後発生す

るといわれる広域災害で役立つものにする、という点です。 

研究の年次計画としては被災地や被災者の状況に配慮し、震災発生から 2 年目の 7 月頃からヒアリ

ング調査を開始しました。今後は東南海地震も視野に入れ、高知市や呉市への調査も予定していま

す。 

これまでのヒアリング調査では、いくつかファインディングスがありました。1 点目は、ボランティアセンターを

意図的に設置したのはナホトカ号重油流出事故だと申し上げましたが、その主体は青年会議所（以下、

JC）でした。NPO や NGO が JC を動かしてつくったといわれています。文献を調べていても、JC がかなり大

きな役割をしているというのが分かってきました。ただし、JC 自体は地域の地縁的な組織を基盤に持って

いるわけではありませんので、NPO や NGO から働きかけがあれば活動するのですが、継続するのが難しい

ため、JC と全国社会福祉協議会が、普段からどのような形で協働できるか考えておくということが重要で

あるということを指摘しておきたいと思います。 

2 点目は、ボランティア活動支援プロジェクト会議の存在です。経団連や日本 NPO センター、全国社

会福祉協議会、ボランティアセンター、日本赤十字社、中央共同募金会が参加しており、災害時に支

援の中心となります。ここがその後、現地の災害ボランティアセンターのリードをしています。全国的なネット

ワークを持っており、人の派遣も含め、かなり機動的・機能的に動いているということも分かりました。この組

織の特徴的なところは、PDCA サイクルで活動していて、設置の時点で撤収の時期を決めているというとこ

ろです。 

以上の調査結果から生まれたものは、地域のダイナミクスや準備状況が、災害支援の立ち上げの成

果を規定しているという仮説です。もちろん災害の大きさというのもありますので、例えば陸前高田がほとん

ど動けなかったのは、そのような組織の方々が直接的な被害を相当に受けていたというのが要因です。一

方、石巻で立ち上げが早かったのは、もちろん発災前に準備をしていたということもありますが、実際に準

備していた仕組みを動かせる人がいたということがあると思います。事前の備えの高さ、災害の大きさによっ

て、それぞれのところで、どのような形で災害ボランティアセンターを作り、運営していくべきか考えることが大

切だと思います。 

今後は引き続きヒアリング調査とその中で立ち上げ準備モデルの聞き取りを行いたいと考えております。

以上です。 

 

 

研究 3： 災害ソーシャルワークの可能性と必要性① 

 

○松山 コミュニティ福祉学部の松山と申します。よろしくお願いします。私は「災害ソーシャルワークの可

能性と必要性」というタイトルでご説明いたします。私は震災発生後の 4 月 20 日頃から福島県のソーシャ
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ルワーカー協会と情報交換を始め、その中で得た情報を元に、何度か現地に行って調査を行いました。そ

の過程で、福島県全体の専門職チーム、相談支援専門職チームが組織されましたので、そことも情報交

換を行い、活動報告をいただきながら状況把握をしております。 

福島県では例えばいわき市の市民のための支援だけではなくて、原発付近の地域から避難してきた人

たちへの支援が中心に行われています。その人たちは、行政機関がない中で生活しなければいけないとい

う困難さを抱えていますし、見知らぬ土地で、どこに何があるかも分からないところに置いていかれたという

状況にあります。そのような困難さをどのようにして解消するかという活動に重点が置かれていました。 

いわき市のソーシャルワーカーの活動は、震災発生直後は自分の所属する機関の中の対応でしたが、

それがだんだん避難所に広がり、それから専門職チームをつくり、現在も活動を継続しています。具体的に

は、病院が被災して、水も出ない、給食も出せない、看護職員が避難して不在になったということがあり、

病棟の閉鎖が決まります。そのため入院している方々を全員どこかに転院させなくてはいけませんが、県内

にはもう転院先がないので、県外のかなり遠いところに患者全員を搬送することになります。病状に合った

入院先、搬送手段、その時間調整といったことをソーシャルワーカーが一人で全て引き受けて行うというの

が最初の業務でした。 

4 月に入ってからは避難所をまわる巡回チームを結成しニーズを把握する活動が始まりましたが、このチ

ームにソーシャルワーカー1 名が入り、ニーズと医療をつなぐ役割を果たしました。今までの災害では、外科

チームが大きな役割を果たしていましたが、今回の震災では津波の被害が大きかったこともあり、外科系

よりも慢性疾患へのニーズが多く、今までのノウハウがあまり使えないということがありました。そのため、避難

所や地元のニーズをどのように拾って、どう支援に繋げるかということが大きな課題になりました。 

しばらくして理学療法士（以下、PT）、作業療法士（以下、OT）、介護支援専門員、社会福祉士、

医療ソーシャルワーカーによる専門職チームを発足して、日本医師会災害医療チーム（JMAT）などのネッ

トワークに入り、仮設住宅を回りました。主に PT、OT が生活不活発病の予防を中心に担当し、ソーシャ

ルワーカーはその調整をしました。どこにニーズがあるか、どのように解決するかを調整するという役割でした。

このソーシャルワーカーは当時県協会の役職者で、人を動員できるという連絡網もネットワークも持ってい

たということが非常に有効であったと思います。 

郡山市でも、病院内の対応から、だんだんと地域へ活動が広がっていきました。この病院は、原発付近

の地域から多くの避難者が来ましたが、命に関わる状況の方が多く、病院としては放置できないということ

で、空いていた病棟に全員を受け入れて、そこを避難所として設定したというところから活動が始まりました。

この方々が違う避難所へ移ったり、仮設住宅に入居した後も、継続して支援が続けられています。この方

も県協会の会長として、会員を動員できる人脈がありました。ここでも専門職チームを結成し、現在、ソー

シャルワーク室というものを仮設住宅の中に作り、市の社会福祉協議会と一緒に、生活ニーズの相談や

人間関係の調整を行っています。また、全く知らない土地で生活することになった方に、病院がどこにある

のか、スーパーがどこにあるのかといった、生活上の相談対応を継続して行っています。 

それから、白河市では避難してきた人たちが諸々の申請手続ができないという問題がありました。例え

ば会津若松に役所があり、遠くて申請に行けないとか、申請しても判定会が開かれず、介護保険が利用

できないということがありました。そこで、ソーシャルワーカーがその専門性を活かし、一次判定のみで介護
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保険のサービスに繋げるように県に働きかけ、国からも特例として認められ、後にそれを全県下に拡大して

いくという働きをしました。最初はボランティアでしたが、後に県からの委託を受け、現在も活動しています。 

福島県の相談支援専門職チームは、以上の 3 つに福島地区のものを加えた 4 つが設立され、それぞ

れが連携を取りながら活動しています。それぞれの地区のキーパーソンとなったソーシャルワーカーが県協

会の会長クラスで、もともと広いネットワークを持っていたこと、原発付近の地域の避難所の特殊なニーズ

を把握したこと、それから後に組織的に委託という形を受けて、継続できる体制を取ったということが非常

に大きな特徴です。 

災害ソーシャルワークの中で、阪神・淡路大震災のときもそうでしたが、まず病院の中では患者の入院

が継続できないという状況に陥ります。そのため、広域的な受け入れ先の確保と搬送手段の調整というこ

とをソーシャルワーカーが担うということが起きていました。 

それが一段落して今度は地域に出るときに、ソーシャルワークは、ネットワークを使って実践していくもの

ですので、発災する前にネットワークをどのくらい持っていたのかが非常に重要で、それを活かして活動する

からこそ、質の高い活動ができることになります。発災後にネットワークを構築するというのは非常に困難で

すので、もともとどういうネットワークの中で仕事をしていたかということが問われていますし、それによって、各

地で質の違う、あるいは種類の違う活動をしていますけれども、ソーシャルワークとしてよい活動ができてい

るのだと考えています。 

以上です。 

 

 

研究 4： 災害ソーシャルワークの可能性と必要性② 

 

○湯澤 コミュニティ福祉学部の湯澤と申します。よろしくお願いいたします。私は、災害による復旧・復興

期において、ジェンダーや子どもを中心に据えたアプローチがいかに図られるべきか、という点に主に焦点を

当てて研究を進めています。本日は主に 3 点、ご報告します。 

1 点目は、復興格差や制度の狭間といった問題が、子育て世帯や子ども／若者の生活保障・教育

保障にいかなる影響を及ぼすかという点です。まず、社会資源の問題として、被災した学校や保育所の

統廃合という問題があります。調査の中では、インフラ整備の必要はもとより、計画案をめぐる保護者間の

意見の相違といった問題が浮上してきており、それへのソーシャルワーク的なアプローチも必要だということが

指摘できます。併せて、ソーシャルワークの担い手という点では、震災前から学校における教職員配置が

十分でない地域も存在しています。今回の震災でさらなる子どもへのアプローチやケアが必要になったとい

う状況下で、例えば島嶼部では、島という立地の特殊性から、島に住んでいる先生がいない、船の時間

に合わせて帰らなければならないため家庭訪問を実施しにくいなどの状況もあり、スクール・ソーシャルワー

カーの必要性がより鮮明になっているともいえます。 

教育保障という点では、被災者向けの給付型奨学金も実施されておりますが、関東など遠隔地へ進

学したい場合、移転の交通費や住宅の確保費用など入学準備金が確保できないために進学を諦めざ

るを得ないという状況も存在しております。 
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2 点目はひとり親家庭の問題です。ひとり親家庭の相対的貧困率は 50％を超え、かねてより厳しい状

況に置かれております。そのうえ、震災によって大量のひとり親家庭が生み出されたという現実があり、これ

によって震災前の制度のジェンダー格差があぶり出されました。特に父子家庭については、遺族基礎年金

は対象とならないという性別条項がありました。シングルファーザー当事者がかなり働きかけを行ったというこ

ともあり、2014 年 4 月からは、父子家庭にも適用されることになりました。しかし、改正法施行月である

2014 年 4 月以前に死別した場合には支給対象外となってしまいます。そもそも、ひとり親家庭は就労と

子育ての両立による多忙さからソーシャルアクションをおこすことさえ厳しい状況にあり、代弁機能としての

ソーシャルワークがこういう点でも求められています。 

また、母子家庭の経済基盤の脆弱さはより深刻ですが、震災は貧困をより悪化させています。そもそも

東北地域には母子家庭の当事者団体が存在しない地域も多く、東日本大震災が新たに団体を設立

する契機になった事例もみられました。 

ジェンダーといった視点でもいくつか論点がありますが、3 点目として、地域コミュニティの中のジェンダー秩

序という点で、震災直後、避難所の運営の中に、さまざまな性別役割分業が組み込まれていた指摘があ

りました。その後の地域の状況を見ておりましても、さまざまに埋め込まれたジェンダー秩序があります。例え

ば PTA の会長が女性である地域が女性の参画が進んでいるか、というと決してそう評価できない側面が

あります。実は、そのような学校における参画においても、子育てといった点では男性は担い手にならない

ゆえに女性が担わざるを得ないという声も聞かれます。あるいは、女性たちが集まって手芸品を販売して

元気になっているという報道がされていますが、実際にはそういう場に女性が出ていくこと自体に困難さがあ

るという声も聞かれました。「嫁」としての振る舞いや立ち位置を要請される状況といかに対峙できるか、私

的な領域に埋め込まれているジェンダーの可視化が必要です。そういった意味では、復興におけるジェンダ

ー平等とエンパワーメントという視点をどう確立していくかということが求められています。 

最後に、その中核的な問題として、DV の増加が各種の新聞報道でもなされている点に触れたいと思

います。震災の直後には、避難所という閉鎖空間で加害者と被害者が一緒になってしまう問題や、被虐

待の子どもが避難所の中で親と過ごさねばならない問題など、さまざまな課題が発生しました。震災時に

いかにリスクを回避できるかは、家庭内のリスクも視野に入れて支援体制を準備しておくことが求められま

す。また、震災後の DV や虐待の増加が明らかであっても、支援を担う女性相談員は嘱託や非常勤職

員である場合も多く、担い手を支えるシステムの整備が欠かせません。あるいは、近隣の目が行き届きす

ぎているがゆえに相談という場に出てくること自体が難しい、という地域特性もあります。相談の機会の設

定だけではなくて、自然に立ち寄れる場づくりを進めながら相談に繋げるルートが必要だということが、ヒアリ

ング調査でも指摘された点でした。 

総じて、ソーシャルアクションの推進は重要であり、支援団体・政府の省庁・国会議員をつなぐ意見交

換会の定期開催など、種々の団体が立ち上がって活動しております。そのような場において、ソーシャルワ

ーカーがいかに関与していけるかも問われているだろうと考えております。 

以上で報告を終わらせていただきます。 
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研究 5： 新たな生活を構築するために求められる被災地における 

コミュニティ・サポートの検討 

 

○和 コミュニティ福祉学部の和です。よろしくお願いいたします。 

先ほどご報告させていただいた被災地や避難地での現状、課題、ニーズを踏まえた上で、どのようなコミ

ュニティ・サポートが必要になってくるかというところをご報告させていただきたいと思います。方法としては、4

つの拠点でのフィールドワークを通して検討してまいりました。 

まず気仙沼大島は島という立地の関係で、本土の気仙沼市のほうから社会福祉協議会の方々や保

健師が定期的にはなかなか来られないというのが現状です。そのため、島のニーズに十分応えられていると

は言いがたい状況になっています。 

また、テレビなどで映像を見た方も多いかもしれませんが、各地からイベント的な形で島へやってきて、

健康体操などを行う試みもなされていますが、定期的な開催には繋がっていない状況があります。そうする

と、今後は健康運動指導士協会やレクリエーション協会などの全国にある組織と連携して、地域住民の

ニーズに合った健康づくりのプログラムを提供する仕組みが必要になってくると思います。 

さらに、先ほどの報告で地域住民の方たちの生きる希望、意欲をどのように高めるか検討すべきとお話

ししましたが、今後の気仙沼大島のことを共に積極的に考えていける活動というものがまず必要だと思わ

れます。この健康づくりと地域住民による地域づくりに関わる仕組みの一つをご紹介します。総合型地域

スポーツクラブというものが全国にありますが、これが toto の助成金で「東日本大震災復旧・復興支援助

成」というものを実施しています。例えばそれを活用するなどして、支援する側も共に歩みながら、地域住

民の方々の健康づくりを通して、生きる希望や意欲に繋げるということも 1 つの方法ではないかと思いま

す。 

陸前高田では「たかだ八起」という NPO が、畑づくりをしたり、子どもたちと遊んだり、リラクゼーションとい

った継続的な活動を行っております。また、これは他の被災地とは大きく異なるのではないかと思いますが、

「自殺予防対策町内連絡会」という市役所の課を越えた取り組みがあります。行政が中心となって、多

様な組織・団体と連携し、自殺予防というものに取り組み始めております。従来は、自殺予防というのは

保健・医療のアプローチによる二次予防というのが中心でした。しかしこれからは陸前高田というコミュニティ

の再構築にも併せて取り組む必要があります。そのためには、行政、医療、保健所、社会福祉協議会、

NPO・ボランティア団体が有機的に連携した包括的なシステムが必要です。また、一次予防や三次予防

を中心とした福祉モデルを構築することで、自殺予防を目的としたコミュニティを再構築することも可能では

ないかと思います。 

石巻においては、医療・福祉的課題の複合化とコミュニティの再生という課題がある中で、例えば小規

模多機能型施設などが拠点となった地域包括ケアサービスを通したコミュニティの再構築というものが必

要だと思います。また、行政職員の精神的なケアという課題も、震災直後に組織化された「石巻モデル」

を活かし、まず中間支援組織である社会福祉協議会が中心となって、中間支援型の NPO と連携し、行

政、NPO、企業、大学などのネットワーキングを行うことが重要です。医療・福祉的課題が複合化した生

活問題に対した地域包括ケアを実施し、このコミュニティの再構築によって、結果的に自殺予防に繋がる
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と考えております。 

最後に、新宿区の取り組みをご紹介します。新宿区では、NPO、大学生、企業が避難者支援のコー

ディネートを行っています。そこで日常的な交流、子どもたちの学習支援も行われ、廃校を利用して地域

拠点をつくるという予定もあります。その拠点を中心に避難者の定住支援に、より一層力を入れるというこ

とが必要だと思われます。 

私の報告は以上です。 

 

 

研究 6： 被災者の疾病予防のための食事・栄養面のケア、 

サポートに関する基礎研究およびサポート体制づくり 

 

○杉浦 コミュニティ福祉学部の杉浦と申します。よろしくお願いします。私は栄養面の調査を行っており

ます。場所は宮城県の気仙沼大島の大島中学校住宅という仮設住宅と、ある旅館の大広間を使いま

して、旅館のおかみさんの人脈を利用して、中高年の女性の調査、それから岩手県の陸前高田のモビリ

ア仮設という非常に大きな仮設住宅で調査を行っています。 

調査方法の一つは食事調査です。食事の写真を撮影してもらい、メニューなどについて聞き取り調査

を行う方法と栄養計算ソフトで計算する方法の両方を使って、何をどのくらいの頻度で食べているかを調

べます。また、活動量計を使用してカロリーや歩数などの運動量を調べています。ただ、今までの報告にも

ありましたが、「調査」という名目では非常に抵抗がありましたので、健康教室を実施しながら、その中で栄

養チェックをしませんか、と声かけをするという形で実施しています。結果のフィードバックを速やかに行うなど、

調査対象者にも有益な形で行います。 

気仙沼大島では、仮設住宅のおばあちゃん世代と自宅に住んでいるお母さん世代を比較すると、自

宅のお母さんたちは、ほぼ基準値に近く、問題はありませんでした。一方、仮設住宅のおばあちゃんたちは

運動量も食事量も少なく、ここに問題があると考えました。 

陸前高田では、子どものバランスボールの教室と、20 代から 70 代までの大人向けの体操教室を行い

ました。子供たちは全般的に非常に活発ですが、大人の方は体操教室に参加するような方はもともと元

気な方が多いので、調査結果も良好になります。実際には参加しない方に健康上の問題がある可能性

があり、また参加者もなかなか増えていかない状況でしたので、現在は大島の調査に力を入れています。 

2 月、8 月、2 月と、夏と冬にデータを収集していますが、夏は問題なくても冬になると食事量・運動量と

もに減ってしまいます。冬場は路面が凍結して転倒の危険性があるため、屋内でできる運動を指導しまし

た。対象者にはカレンダーを配布して、運動した日にはシールを貼ってもらうという意欲を高めるための工夫

をしています。現在はもう少しカロリー消費できるような運動指導もしていますので、2014 年 2 月にどのよう

なデータが出るかがポイントだと思っています。今後の課題としては、これまでの調査を冊子にして形に残す

こと、それから唾液の IgA という抗体で体調が分かってきますので、このデータで研究の信頼性を高めること、

どのようにすればシステム的に行えるか検討することだと考えています。 

以上です。 
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質疑応答  

○質問者 1 東北大学の河村です。いくつかお伺いしたいと思います。個人的には、宮城にいる感覚と報

告された感覚のずれを感じるところがありました。実は私は、以前金沢におりまして、ナホトカ号重油流出

事故の際の三国 JC の活動も調査していますし、中越地震についても政治のほうからアプローチしてきまし

て、その経験を踏まえまして、コミュニティという点から考える際に若干の誤解があるのではないかと思いま

す。 

 石巻市について、女性が表に出ることが少なく、声を出しづらいのではないかというお話がありましたが、

漁師町の女性は昔から、夫が漁で亡くなったりした際に町内会に夫の代わりに出て行くことがあるので、意

外と女性の声を聞くことができます。ただ、先ほど言われたように表に出ないという構図はあると思います。

仮設住宅で起こった事象を検討する際はもう少し背景を見ていただきたいのです。漁師町だからという見

方では簡単すぎるので、もう少し細かい検討をしていただけるといいと思います。 

2 点目として、三国 JC の件です。JC の活動に継続性がない理由は、単年度主義を取っていることに

あります。ただし、必要があれば継続的に活動することもできます。ナホトカ号重油流出事故の場合は突

発的な事故で震災とは異なり、継続的な支援もそれほど必要ではないので、そのような活動になりました。

お聞きになっている方が混乱するのではないかと思い、補足させていただきました。 

3 点目ですけれども、コミュニティや仮設住宅の話をされていますが、抽選で入った仮設住宅と抽選では

ない仮設住宅とは違いますし、石巻市では、住民の少ない地域では行政から仮設住宅をつくりなさいとい

うプレッシャーがかかりませんでした。小さいところはむしろつくってくださいといって行政がプレッシャーをかけて

いるので、仮設住宅だからと簡単に結論を出すのではなくて、結論を出すときには、仮設住宅の形成状

況というのを少しご議論いただければと思います。 

最後に、医療の関係で今後課題になるのは、これからもう 1 回抽選で復興住宅に入るときです。震災

発生時と仮設住宅を出る時で、今までつくったコミュニティが 2 度壊される。本当のコミュニティ形成というの

は、実は復興住宅の後からなので、これから継続的に研究していただけるとうれしく思います。 

 

○森本 ご指摘ありがとうございました。時間の問題もあり、言葉足らずのところがありました。今後どうして

いくかという最後におっしゃられたことは、私たちも強く意識をしていまして、フェーズが変わっていくたびに、ど

ういう形で展開していったらいいかという点を検討しているところです。またいろいろアドバイスいただければと

思います。どうもありがとうございます。 
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的
な
分
析
に
よ
っ
て
被
災
者
、

被
災
地
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
。

担
当
：
和

秀
俊

３
各

研
究

の
概

要
と
担

当
者

（
４
）

災
害
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
可
能
性
と
必
要
性
②

甚
大
な
災
害
に
よ
る
復
旧
・
復
興
期
に
お
い
て
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
点
に
た
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
や
子
ど
も
を
中

心
に
据
え
た
支
援
策
は
い
ま
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い

な
い
。

そ
こ
で
、
子
ど
も
、
子
育
て
世
帯
及
び
女
性
の
視
点
に

た
っ
た
災
害
時
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
検
討
を
進
め
、

被
災
地
の
今
後
の
活
動
に
つ
い
て
も
検
証
し
整
理
す
る
。

担
当
：
湯
澤

直
美

３
各

研
究

の
概

要
と
担

当
者

（
３
）

災
害
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
可
能
性
と
必
要
性
①

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
震
災
１
か
月
後
か
ら
２
年

後
ま
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
、
被
災
者

の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
支
援
計
画
を
立
て
、
避
難
住

宅
・
仮
設
住
宅
に
お
い
て
喫
茶
や
バ
ザ
ー
を
企
画
す
る

な
ど
、
被
災
者
の
孤
立
を
防
ぐ
活
動
を
企
画
し
た
経
験

を
も
と
に
、
東
日
本
大
震
災
で
の
災
害
時
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の
あ
り
方
の
検
証
を
行
い
、
災
害
時
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
の
必
要
性
と
可
能
性
を
ま
と
め
、
被
災
地
の

今
後
の
活
動
に
つ
い
て
も
検
証
し
整
理
す
る
。

担
当
：
松
山

真
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３
各

研
究

の
概

要
と
担

当
者

（
６
）

被
災
者
の
疾
病
予
防
の
た
め
の
食
事
・
栄
養
面
の

ケ
ア
、
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
基
礎
研
究
お
よ
び

サ
ポ
ー
ト
体
制
づ
く
り

生
活
習
慣
病
予
防
、
疾
病
予
防
の
た
め
の
食
事
や

栄
養
面
の
ケ
ア
に
関
す
る
専
門
性
を
も
と
に
、
被

災
者
の
食
事
や
栄
養
面
の
ケ
ア
、
サ
ポ
ー
ト
に
関

す
る
基
礎
研
究
お
よ
び
サ
ポ
ー
ト
体
制
づ
く
り
の

検
討
を
行
う
。

担
当
：
杉
浦

克
己

３
各

研
究

の
概

要
と
担

当
者

（
５
）

新
た
な
生
活
を
構
築
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
被
災
地

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ポ
ー
ト
の
検
討

参
与
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
用
い
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
被
災
地
、
被
災
者
の
リ
ア
ル
な

現
状
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な

生
活
を
構
築
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
、
被
災
者
や
被

災
地
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ポ
ー
ト
を
整
理
す

る
。

担
当
：
和

秀
俊

方
法

＊
継
続
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
展
開
や
調
査
研
究
を
進
め

て
き
た
気
仙
沼
大
島
、
陸
前
高
田
、
石
巻
、
新
宿
区

に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
被
災
地
の
現
状

と
課
題
、
真
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
に
デ
ー
タ
を

収
集
・
分
析

＊
毎
月
1回

以
上
現
地
に
訪
れ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
っ
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
リ
ア
ル
な
ニ
ー
ズ
を

把
握
可
能

研
究

１

継
続
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

よ
る
被
災
地
の
リ
ア
ル
な
現
状
・

課
題
、
被
災
者
の
真
の
ニ
ー
ズ
の

把
握

担
当
：
和

秀
俊
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＊
身
体
の
機
能
の
衰
え
は
転
倒
事
故
に
繋
が
り
や
す

く
、
上
記
し
た
よ
う
に
寒
い
冬
で
は
道
路
の
凍
結
等
に

よ
る
転
倒
事
故
が
懸
念

＊
希
望
を
抱
き
に
く
い
状
況
や
孤
立
し
た
状
況
で
は
生

き
る
意
欲
が
弱
く
、
生
と
直
結
す
る
食
が
お
ろ
そ
か
に

な
り
が
ち

⇒
転
倒
し
な
い
、
あ
る
い
は
転
倒
し
て
も
大
丈
夫
な
体

力
を
つ
く
る
健
康
体
操
や
栄
養
指
導
の
ニ
ー
ズ
が
高

い ⇒
そ
の
時
に
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
大
切

結
果
・
考
察

＜
気
仙
沼
大
島
＞

＊
気
仙
沼
大
島
の
大
島
中
学
校
仮
設
住
宅
に
は
高

齢
者
が
非
常
に
多
い
。

＊
島
と
い
う
点
か
ら
仮
設
暮
ら
し
の
方
々
は
見
捨
て
ら

れ
て
い
る
感
覚
を
抱
き
や
す
く
、
さ
ら
に
は
進
ま
な
い

復
興
に
高
齢
者
の
方
々
は
希
望
を
抱
き
に
く
い
状
況

→
家
に
閉
じ
こ
も
る
原
因
に
な
り
、
特
に
冬
は
寒
さ
が

厳
し
く
孤
立
し
が
ち

→
家
に
閉
じ
こ
も
り
孤
立
す
る
と
身
体
の
機

能
が
衰
え
、

ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
機
会
が
減
っ
て
し
ま

い
脳
や
こ
こ
ろ
の
問
題
も
発
生
し
や
す
く
な
る

＊
高
齢
者
は
、
モ
ビ
リ
ア
仮
設
住
宅
の
急
斜
面
が
多

い
環
境
で
、
外
出
す
る
こ
と
が
億
劫
に
な
り
が
ち
。
特

に
冬
場
は
歩
く
に
は
危
険
な
状
況

＊
長
屋
で
な
い
と
こ
ろ
は
一
軒
一
軒
が
離
れ
て
い
る
た

め
、
隣
の
方
と
の
関
係
が
繋
が
ら
な
い
状
況

→
家
の
中
で
も
で
き
る
体
操
や
、
多
く
の
人
が
集
ま
っ

て
交
流
が
で
き
る
場
が
必
要

＊
う
つ
病
者
、
自
殺
者
が
増
加
・
・
・

⇒
自
殺
予
防
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
が
本
格
的
に
求

め
ら
れ
て
い
る

＜
陸
前
高
田
＞

＊
立
教
大
学
サ
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
近
く
に
あ
る
モ
ビ
リ
ア

仮
設
で
は
、
山
の
上
と
い
う
立
地
か
ら
子
ど
も
が
学
校

に
通
う
の
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
長
時
間
か
け
て
移
動
を

し
て
い
る
た
め
、
遊
ぶ
時
間
が
制
限

＊
仮
設
住
宅
は
狭
く
、
さ
ら
に
は
雪
や
道
路
が
凍
結
し

や
す
い
環
境
に
よ
り
子
ど
も
た
ち
は
走
り
回
っ
て
遊
ぶ

こ
と
が
で
き
な
い
状
況

→
子
ど
も
た
ち
は
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
お
り
思
い
切
り

発
散
で
き
る
場
を
求
め
て
い
る

→
大
人
も
狭
い
仮
設
暮
ら
し
や
、
仕
事
と
子
育
て
に
追

わ
れ
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
い
る
た
め
、
気
分
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
が
で
き
る
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
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＊
行
政
職
員
、
地
域
住
民
の
う
つ
病
者
、
自
殺
者
が

急
増
・
・
・

⇒
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
側
で
あ

る
行
政
職
員
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
必
要

＜
石
巻
＞

＊
長
い
仮
設
住
宅
で
の
生
活
に
よ
っ
て
、
福
祉
制
度

の
対
象
と
な
り
づ
ら
い
生
活
問
題
が
顕
在
化
・
・
・

⇒
制
度
で
対
応
で
き
な
い
た
め
、
「
あ
が
ら
い
ん
」
の
よ

う
な
N
PO

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
必
要

＊
医
療
・
福
祉
的
課
題
の
複
合
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生

⇒
「
め
だ
か
の
楽
園
」
な
ど
の
小
規
模
多
機
能
型
施
設

な
ど
が
拠
点
と
な
っ
た
地
域
包
括
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
通

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

研
究

２

被
災
地
に
お
け
る

ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

～
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
可
能
性
と
限
界
～

担
当
：
森
本

佳
樹

＜
新
宿
区
＞

＊
主
に
福
島
県
か
ら
避
難
生
活
を
余
技
な
く
さ
れ
て
い

る
人
た
ち
と
、
も
と
も
と
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
た
地
域
住

民
と
の
つ
な
が
り
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

⇒
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
尊
重
し
な
が
ら
、
現
状
を
踏

ま
え
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構

築
し
て
い
る
か
、
居
心
地
の
良
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る

⇒
定
住
支
援
と
帰
還
支
援
を
取
り
組
む
必
要
性
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１
研
究
の
背
景
（
２
）

こ
れ
ま
で
の
経
験
①

・
阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
水
俣
土
石
流
災
害
、
中
越
地
震
で

は
、
公
的
部
門
の
対
応
が
遅
れ
た
た
め
、
先
に
現
地
入
り

し
た
N
PO

や
N
G
O
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。

・
と
く
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
は
、
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の

ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
か
っ
た
た
め
、
行
政
も
社
会
福
祉
協
議
会

も
、
所
定
の
役
割
の
遂
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。

・
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
多
く
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
活
動
先
が
な
い
、
活
動
を
断
ら
れ
る

な
ど
の
事
態
に
直
面
し
、
行
政
や
社
協
と
対
峙
す
る
場

面
も
あ
っ
た
。

１
研
究
の
背
景
（
１
）

問
題
意
識

・
東
日
本
大
震
災
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

た
く
さ
ん
集
ま
る
地
域
と
、
来
な
い
地
域
の
差
が
顕
著

機
能
し
て
い
る
地
域
と
、
し
て
い
な
い
地
域
の
差

・
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
今
後
、
こ
う
し
た
差
を

生
ま
な
い
た
め
に
は
、
平
時
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

・
石
巻
で
の
「
成
功
」
は
、
ど
う
作
ら
れ
た
か
。

・
阪
神
・
淡
路
大
震
災
（
19

95
年
1月

）
、
水
俣
土
石
流
災
害

（
20

03
年
7月

）
、
中
越
地
震
（
20

04
年
10

月
）
の
経
験
を

合
わ
せ
、
考
察
す
る
。

１
研
究
の
背
景
（
４
）

東
日
本
大
震
災
の
特
徴

・
震
災
の
特
徴
：
甚
大
、
広
域
、
多
く
が
過
疎
高
齢
化
地
域

・
東
日
本
大
震
災
で
は
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
災
害

ボ
ラ
セ
ン
）
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
被
災
地
で
設
置

岩
手
県

27
か
所

宮
城
県

39
か
所

計
10

4か
所

福
島
県

38
か
所

茨
城
県

25
か
所

千
葉
県

8か
所

他
の
都
府
県

59
か
所
（
支
援
の
た
め
）

計
19

6か
所

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振

興
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
集

計

１
研
究
の

背
景
（
３
）

こ
れ
ま
で
の

経
験

②

・
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
（
全
社
協
）
は
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
経
験
を
踏
ま
え
、
19

96
年
3月

に
「
社
会
福
祉
関

係
災
害
対
策
要
綱
」
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で

は
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
の
呼
称
は
使
わ
れ
て

い
な
い
。

・
災
害
ボ
ラ
セ
ン
を
意
図
的
に
設
置
し
た
の
は
、
19

97
年

1月
の
日
本
海
で
の
「
ナ
ホ
ト
カ
号
重
油
流
出
事
故
」
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

・
水
俣
土
石
流
災
害
、
中
越
地
震
で
は
、
「
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
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２
研

究
方
法
（
２
）

留
意
点

（
留
意
点
）

・
被
災
地
の
復
興
活
動
の
「
妨
害
」
を
し
な
い

・
「
収
奪
的
」
調
査
・
研
究
は
し
な
い

被
災
者
の
心
情
を
逆
な
で
し
な
い

調
査
の
た
め
の
調
査
、
研
究
の
た
め
の
研
究
は
し
な
い

・
コ
ミ
福
の
復
興
支
援
活
動
に
資
す
る
調
査
・
研
究
に
す
る

・
将
来
の
災
害
時
に
有
用
で
、
活
用
で
き
る
も
の
と
す
る

２
研
究
方
法
（
１
）

視
点

（
視
点
）

・
地
域
に
根
付
い
た
組
織
と
し
て
の
社
協
の
「
立
ち
位
置
」

か
ら
考
え
る

・
長
期
に
活
動
を
継
続
で
き
る
の
は
、
そ
の
地
域
に
根
付

い
た
組
織
、
住
民
主
体
の
組
織
、
住
民
・
専
門
職
・
行
政

等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
る
組
織
が
重
要

・
こ
れ
ま
で
の
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
経
験
を
全
国
的
に
蓄
積

し
て
い
る

２
研
究
方
法
（
４
）

年
次
計
画
②

（
１
年
次
）
文
献
研
究

・
災
害
ボ
ラ
セ
ン
に
関
す
る
先
行
研
究

（
２
年
次
）

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

・
兵
庫
県
社
協
、
宝
塚
市
社
協
、
福
井
県
社
協
、
三
国
町
社

協
（
現
・
坂
井
市
社
協
）
、
新
潟
県
社
協
、
長
岡
市
社
協
、

長
岡
福
祉
会
こ
ぶ
し
園

・
岩
手
県
、
岩
手
県
社
協
、
釜
石
市
社
協

（
３
年
次
）

・
石
巻
市
、
気
仙
沼
市
、
い
わ
き
市
、
北
茨
城
市
（
実
施
済
）

・
陸
前
高
田
市
、
広
島
県
呉
市
、
高
知
市
（
予
定
）

２
研
究
方

法
（
３
）

年
次
計
画

①

・
被
災
地
の
現
状
と
被
災
者
の
心
情
に
配
慮
し
、
現
地
調

査
は
、
コ
ミ
福
の
復
興
支
援
活
動
に
よ
り
、
調
査
地
と
の

信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
２
年
目
後
半

か
ら
３
年
目
に
か
け
て
行
う
。

・
そ
れ
ま
で
は
、
他
地
域
の
先
行
事
例
を
収
集
・
分
析
し
、

被
災
地
で
の
具
体
的
調
査
内
容
を
精
緻
化
す
る
。

64



３
到
達
点
と
課
題
（
２
）

到
達
点
②

（
現
段
階
で
の
興
味
深
い
発
見
②
）

・
全
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
セ
ン
タ
ー
や
兵
庫
県
社
協
は
、

そ
の
後
の
各
地
の
災
害
ボ
ラ
セ
ン
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
が
、

20
05

年
１
月
に
設
置
さ
れ
た
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

」
（
通
称
：
支
援
Ｐ
）
が
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

・
こ
の
組
織
に
は
、
日
本
経
団
連
、
日
本
N
PO

セ
ン
タ
ー
、

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
･市

民
活

動
セ
ン
タ
ー
、
日
本
赤
十
字
社
、
中
央
共
同
募
金
会
等

が
参
加
し
、
発
災
直
後
に
全
体
的
な
方
針
を
出
す
。

３
到
達
点
と
課
題
（
１
）

到
達

点
①

（
現
段
階
で
の
興
味
深
い
発
見
①
）

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
意
図
的
に
設
置
し
た
の
は

19
97

年
の

ナ
ホ
ト
カ
号

重
油

流
出

事
故
で
あ
る
が

、
設

置

主
体
は
三
国
町
の
Ｊ
Ｃ
（
青
年
会
議
所
）
で
あ
り
、
外
か
ら

駆
け
付
け
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
社
協
は
行
政
と
調
整
す
る
作
業
が
長
引
き
、
Ｊ
Ｃ
よ
り
1日

遅
れ
て
開
設
し
た
た
め
、
そ
の
後
の
一
体
化
に
苦
労
し
て

い
る
。

・
多
く
の
災
害
で
、
Ｊ
Ｃ
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

⇒
Ｊ
Ｃ
と
の
協
働
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
性

３
到
達
点
と
課
題
（
４
）

仮
説
①

（
仮
説
）

・
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
活
動
は
、
災
害
の
種
類
と
規
模
に
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
以
下
の
よ
う
な

点
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

①
発
災
前
の
地
域
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
準
備
状
況
が
災

害
ボ
ラ
セ
ン
立
ち
上
げ
後
の
「
成
果
」
を
規
定
す
る

②
災
害
ボ
ラ
セ
ン
に
関
わ
る
組
織
や
関
係
者
の
被
災

状
況

３
到
達
点

と
課
題
（
３
）

到
達

点
①

（
現
段
階
で
の
興
味
深
い
発
見
③
）

・
災
害
ボ
ラ
セ
ン
を
設
置
す
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
撤
収
時

期
を
決
め
て
い
る
。
そ
の
判
断
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村

前
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
支
援
Ｐ
が
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
場

合
も
多
い
。

・
判
断
の
基
準
と
な
る
の
は
、

①
災
害
の
規
模
と
種
類

②
そ
の
地
域
の
社
会
構
造
、
地
域
特
性

③
経
験
値
の
蓄
積
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３
到
達
点
と
課
題
（
６
）

課
題
①

（
課
題
）

・
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
十
分
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
が

で
き
て
い
な
い
た
め
、
残
さ
れ
た
時
間
で
、
で
き
る
限
り

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う

・
社
協
に
よ
る
災
害
ボ
ラ
セ
ン
の
立
ち
上
げ
準
備
の
モ
デ
ル

を
考
察
す
る

・
行
政
や
Ｊ
Ｃ
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
と
の
事
前

協
議
、
協
定
の
締
結
と
役
割
分
担
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

３
到
達
点
と
課
題
（
５
）

仮
説

②

高

低

大
小

被
災
前
社
協
の
地
域

・
行

政
と

の
関

係
災
害
へ
の
備
え

被
災

の
程
度

地
域

の
被
災
状
況
、
施
設
・
組
織
の

個
別

的
・
直
接
的
な
被
災
度

・
事
例
に
合
わ
せ
た
検
証
が
必
要

調
査
対
象

•
福
島
県
い
わ
き
市
R病

院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

•
福
島
県
郡
山
市
O
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

•
福
島
県
相
談
支
援
専
門
職
チ
ー
ム

（
白
河
市
・
い
わ
き
市
・
郡
山
市
・
福
島
市
）

・
楢
葉
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

研
究

３

災
害

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

可
能
性
と
必
要
性
①

担
当
：
松
山

真
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調
査
背
景

•
福
島
県
内
で
は
、
原
発
地
域
か
ら
避
難
し
て
来
た

人
た
ち
へ
の
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
。

•
行
政
機
関
が
生
活
圏
の
中
に
無
い
こ
と
に
よ
り
行

政
手
続
き
が
困
難

•
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
居
住
地
区
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い

•
見
知
ら
ぬ
土
地
で
の
避
難
所
・
仮
設
住
宅
生
活
と
な

り
生
活
ニ
ー
ズ
も
高
い

調
査
内
容

地
域

震
災

直
後

11
年

5月
以

降
現

在

い
わ
き
市

◎
◎

◎

郡
山
市

◎
◎

◎

福
島
県

◎
◎

楢
葉
町

◎
ー

○

・
各
地
区
に
て
、
中

心
的

に
支

援
活

動
を
担

っ
て
い
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
お
よ
び
活

動
に
同

行
、
活

動
報

告
に
よ
り
把
握
。

・
「
震
災
直

後
」
は

、
所

属
機

関
や

個
人

の
被

災
状

況
を
把
握

・
そ
の
後
は

、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の

支
援

活
動
に
つ
い
て
調
査

い
わ
き
市
Ｒ
病
院

病
院
内
の
対
応

•
病
院
の
被
害
は
小
規
模
。

•
飲
料
水
、
食
料
品
の
不
足
、
看
護
師
等
職
員
が
避

難
し
人
員
不
足
に
陥
り
、
病
棟
閉
鎖
。

•
入
院
患
者
の
転
院
先
確
保
が
急
務
。

•
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
、
市
・
救
急
隊
・
自
衛

隊
・
他
医
療
機
関
（
県
外
含
む
）
な
ど
と
、
転
院
先
・

搬
送
方
法
手
配
の
調
整
役
と
な
り
24

時
間
体
制

い
わ
き
市
Ｒ
病
院
Ｓ
Ｗ

病
院

内
の
対
応

避
難
所
へ
の
対
応

専
門
職
チ
ー
ム
の

結
成
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い
わ

き
市

Ｒ
病

院
専

門
職

チ
ー
ム
発

足

•
県
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
協
会
副
会
長
。
（
現

会
長
）

•
20

11
年
4月

、
い
わ

き
地

区
相

談
支

援
専

門
職
チ
ー

ム
発
足

•
避
難
所
へ
の
介
入
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
か
ら
、

仮
設
住
宅
に
お
け
る
生
活
不
活
発
病
予
防
中
心
。

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
担
当
し
、
Ｓ
Ｗ
は
仮
設
住
宅

や
地
域
包
括
と
の
調
整
担
当

い
わ
き
市
Ｒ
病
院

避
難
所
へ
の
対
応

•
他
地
域
か
ら
の
避
難
所
に
支
援
が
ほ
と
ん
ど
無
い

こ
と
か
ら
、
ニ
ー
ズ
把
握
と
し
て
自
主
的
に
顔
出
し

•
病
院
に
巡
回
チ
ー
ム
を
結
成
、
避
難
所
の
巡
回
開

始
。

•
JM

AT
/F
M
AT
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
出
席
し
、
（
医
師
の
中

に
唯
一
の
SW

）
生
活
不
活
発
病
予
防
の
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
、
リ
ハ
処
方
発
行
を
提
案
・
実
施

•
慢
性
疾
患
が
多
く
、
地
元
医
療
チ
ー
ム
が
有
効

郡
山
市
Ｏ
病
院

病
院
内
で
の
対
応

•
病
院
近
隣
施
設
に
、
原
発
地
域
か
ら
の
避
難
者
が

到
着
。
状
況
を
見
に
行
っ
た
所
、
要
医
療
・
要
介
護

者
が
多
く
、
毛
布
一
枚
で
寝
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
リ

ス
ク
の
大
き
さ
か
ら
、
Ｏ
病
院
へ
全
員
受
け
入
れ
る

こ
と
を
決
定
。
病
院
と
し
て
で
は
無
く
、
避
難
所
と
し

て
設
定
し
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の

人
た
ち
に
、
現

在
も
継

続
的

に
支

援
活

動
を
継

続
し
て
い
る

郡
山
市
Ｏ
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

病
院

内
対

応
病

院
内

対
応

大
規

模
避

難
所

へ
の

介
入

大
規

模
避

難
所

へ
の

介
入

仮
設

住
宅

相
談

室
開

設
仮

設
住

宅
相

談
室

開
設
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郡
山

市
Ｏ
病

院
仮

設
住

宅
相

談
室

開
設

•
郡
山
市
相
談
支
援
専
門
職
チ
ー
ム
を
結
成
。

•
市
社
協
と
協
力
し
、
2個

所
の
仮
設
住
宅
内
に
『
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
室
』
を
開
設
。

•
医
療
・
介
護
の
相
談
の
み
な
ら
ず
、
他
地
区
か
ら
来

た
方
へ
の
生
活
ニ
ー
ズ
の
相
談
、
人
間
関
係
調
整

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
（
継
続
中
）

郡
山
市
Ｏ
病
院

避
難
所
へ
の
介
入

•
病
院
に
受
け
入
れ
た
人
た
ち
の
避
難
所
（
会
津
若

松
市
ホ
テ
ル
）
と
、
郡
山
市
ビ
ッ
ク
パ
レ
ッ
ト
へ
の
避

難
者
に
介
入

•
特
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
人
の
発
見
と
サ
ー

ビ
ス
導
入
の
調
整
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
）

•
福
島
県
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
協
会
会
長
と
し

て
、
会
員
を
組
織
化

福
島
県
相
談
支
援
専
門
職
チ
ー
ム

•
各
地
区
で
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
県
協
会
会
長

ク
ラ
ス
で
有
り
、
既
に
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、

会
員
を
組
織
的
に
動
員
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。

•
原
発
地
域
か
ら
の
避
難
者
が
、
行
政
的
手
続
き
が

出
来
な
い
、
地
域
の
状
況
が
分
か
ら
な
い
と
言
う
特

殊
事
情
に
お
か
れ
た
こ
と
を
ニ
ー
ズ
と
捉
え
た
。

•
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
を
開
始
し
た
が
、
後
に
組

織
的
に
継
続
可
能
な
体
制
を
構
築
し
た
。

白
河

市
施

設
Ｈ

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

•
県
介
護
支
援
専
門
員
協
会
会
長
と
し
て
会
員
を
組

織
化

•
原
発
地
域
か
ら
の
避
難
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
結

び
つ
か
な
い
（
申
請
手
続
き
が
で
き
な
い
、
事
業
所

が
分
か
ら
な
い
）
こ
と
か
ら
、
一
次
判
定
の
み
で

サ
ー
ビ
ス
導
入
す
る
よ
う
県
に
働
き
掛
け
特
例
認
め

ら
れ
る
。
後
に
全
県
下
に
拡
大
。

•
当
初
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
が
、
県
よ
り
委
託
を

受
け
て
実
施
。
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病
院

内
で
行

わ
れ

る
災

害
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク

•
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
病
院

機
能
が
電
気
・
水
・
給
食
・
薬
剤
の
不
足
に
よ
り
特

に
入
院
機
能
は
制
限
さ
れ
る
。

•
入
院
患
者
の
広
域
的
（
被
災
地
外
）
な
受
入
先
確
保

と
、
な
お
か
つ
病
状
に
あ
っ
た
搬
送
手
段
（
救
急
車
、

高
規
格
救
急
車
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
、
自
衛
隊
、
民
間
移

送
会
社
な
ど
）
を
調
整
す
る
業
務
が
発
生
し
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
担
う
場
合
が
多
い
。

災
害
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

•
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
、
関
係
を
媒
介
と
し
て
実
施
さ

れ
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
は
実
践
す
る
に
あ

た
り
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

•
発
災
し
て
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
活
動
す
る

に
は
時
間
が
掛
か
り
す
ぎ
困
難
で
有
る
し
、
質
の
高

い
活
動
は
困
難
で
有
る
。

•
災
害
前
に
既
に
構
築
さ
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

十
分
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
質
の
高
い
活
動
が
可
能

と
な
る

方
法

•
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
拠

点
と
し
て
、
毎
月
1回

訪
問
し
て
い
る
気
仙
沼
大
島

に
お
け
る
継
続
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
及
び
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
の
実
施

•
岩
手
県
・
福
島
県
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
及

び
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
実
施

•
「
東
日
本
大
震
災
子
ど
も
支
援
意
見
交
換
会
」
等
関

連
諸
団
体
へ
の
参
加
と
情
報
収
集

研
究

４

災
害
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

可
能
性
と
必
要
性
②

ー
子
ど
も
・
女
性
の
視
点
か
ら
ー

担
当
：
湯
澤

直
美
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ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
策
の
構
築

•
こ
れ

ま
で
の
父
子
家
庭
施
策
の
不
備
：
震
災
で
露
呈

＝
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
り
差
異
化
さ
れ
た
政
策
対
応

⇒
母

子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
：
父
子
世
帯
は

対
象

外
⇒

遺
族

基
礎
年
金
：
父
子
家
庭
は
受
給
権
な
し

⇒
遺

族
厚
生
年
金
：
父
子
家
庭
の
父
は
55

歳
と
い

う
年
齢
要
件

・
母

子
福

祉
政
策
の
変
容
：
暮
ら
し
の
維
持
の
困
難

“
震

災
は
貧
困
を
あ
ぶ
り
だ
す
“

結
果
・
考
察

•
子
ど
も
を
め
ぐ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

構
築

①
学
校
が
被
災

し
た
生

徒
の

教
育

保
障

・
教
育
環

境
の

整
備

／
登

校
支
援

・
統
廃
合

問
題

・
教
職
員

を
は

じ
め
支

え
手

の
支

援
体

制

②
生
活
保
障
・
進

路
保

障

③
加
速
す
る
少

子
高

齢
化

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生

※
復
興
格
差
が

子
育

て
世

帯
に
及

ぼ
す
影

響
の

可
視

化

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
／

虐
待

へ
の

対
応

•
震
災
前
よ
り
DV

被
害
に
遭
遇
し
て
い
た
女
性

⇒
避
難
場
所
に
お
い
て
加
害
者
と
遭
遇
し
て
し

ま
う
リ
ス
ク
を
い
か
に
回
避
で
き
る
か

⇒
仮
設
住
宅
の
安
全
性

・
震
災
後
：
DV

／
虐
待
の
増
加

・
支
援
の
担
い
手
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の

必
要
性

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序

•
避
難
所
運
営
に
組
み
込
ま
れ
た
性
別
役
割
分
業

•
PT
Aの

担
い
手
等
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題

•
地
域
社
会
／
家
族
に
お
け
る
女
性
の
発
言
権

復
興
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
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研
究

５

新
た
な
生
活
を
構
築
す
る
た
め
に

求
め

ら
れ
る
被
災
地
に
お
け
る

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
サ
ポ
ー
ト
の
検
討

担
当
：
和

秀
俊

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン

•
東
日
本
大
震
災
子
ど
も
支
援
意
見
交
換
会

支
援
団
体
・
政
府
・
国
会
議
員
を
つ
な
ぐ
継
続
的

な
場
と
し
て
機
能

震
災
後
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
い
か
に
実

効
性
あ
る
も
の
に
す
る
か
。

・
東
日
本
大
震
災
女
性
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

参
照
：
「
災
害
と
女
性
」
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

結
果
・
考
察

＜
気
仙
沼
大
島
＞

＊
気
仙
沼
大
島
中
学
校
仮
設
住
宅
で
は
、
気
仙
沼
市

社
会
福
祉
協
議
会
や
市
の
保
健
師
が
定
期
的
に
健

康
調
査
に
入
っ
て
い
る
が
、
月
に
4回

ほ
ど
し
か
訪
問

で
き
て
お
ら
ず
、
十
分
に
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。

＊
様
々
な
大
学
や
団
体
が
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
支
援
や
健
康
体
操
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
地

域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
形
で
定
期
的
に
開
催
さ

れ
て
い
る
状
況
で
は
な
い

方
法

＊
継
続
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
展
開
や
調
査
研
究
を
進
め

て
き
た
気
仙
沼
大
島
、
陸
前
高
田
、
石
巻
、
新
宿
区

に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

＊
新
た
な
生
活
を
構
築
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
被

災
地
・
避
難
地
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
サ
ポ
ー
ト
の

情
報
を
収
集
・
分
析
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＜
陸
前
高
田
＞

＊
モ
ビ
リ
ア
仮
設
で
は
、
た
が
だ
八
起
が
様
々
な
N
PO

や
大
学
に
よ
る
支
援
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

→
仮
設
住
民
と
畑
づ
く
り
を
し
た
り
、
子
ど
も
た
ち
の
遊

び
支
援
を
し
た
り
、
足
湯
や
ヨ
ガ
な
ど
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
で

き
る
も
の
な
ど
が
提
供

＊
自
殺
予
防
対
策
庁
内
連
絡
会
が
設
立
さ
れ
、
行
政

が
中
心
と
な
っ
て
、
自
殺
予
防
に
多
様
な
組
織
・
団
体

が
連
携
し
て
取
り
組
み
は
じ
め
た

→
今
後
は
、
健
康
運
動
指
導
士
協
会
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
協
会
な
ど
と
連
携
し
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
健
康
づ
く
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
で
き
る
仕
組

み
づ
く
り
が
必
要

→
地
域
住
民
の
生
き
る
希
望
や
意
欲
に
繋
げ
る
た
め

に
は
、
積
極
的
に
今
後
の
気
仙
沼
大
島
の
こ
と
を
考

え
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
活
動
を
共
に
進
め
て
い
く

必
要
性

⇒
地
域
住
民
自
ら
が
心
身
の
健
康
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
形
成
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
総
合
型
地
域
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
to
to
助

成
金

を
活

用
し
て
立

ち
上

げ
、

共
に
運
営
し
て
い
く
こ
と
も
1つ

の
方
法
で
は
？

＜
石
巻
＞

＊
長
い
仮
設
住
宅
で
の
生
活
に
よ
っ
て
、
福
祉
制
度

の
対
象
と
な
り
づ
ら
い
生
活
問
題
が
顕
在
化
・
・
・

→
制
度
で
対
応
で
き
な
い
た
め
、
N
PO

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
必
要

＊
医
療
・
福
祉
的
課
題
の
複
合
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生

→
小
規
模
多
機
能
型
施
設
な
ど
が
拠
点
と
な
っ
た
地

域
包
括
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再

構
築

→
従
来
の
自
殺
予
防
は
、
保
健
・
医
療
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
る
二
次
予
防
が
中
心

→
陸
前
高
田
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

も
併
せ
て
取
り
組
む
必
要
性

⇒
行
政
、
医
療
、
保
健
所
、
社
会
福
祉
協
議
会
、

N
PO

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
が
有
機
的
に
連
携
し
た

包
括
的
な
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

⇒
一
次
予
防
や
三
次
予
防
を
中
心
と
し
た
福
祉
モ
デ

ル
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
自
殺
予
防
を
目
的
と
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
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＜
新
宿
区
＞

＊
N
PO

、
大
学
生
や
新
宿
区
内
の
企
業
が
主
体
的
に

行
う
避
難
者
支
援
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

＊
避
難
者
と
地
域
住
民
の
交
流
を
目
的
と
し
た
サ
ロ

ン
活
動
や
お
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
支
援
、
子

ど
も
た
ち
へ
の
学
習
支
援

＊
新
宿
区
内
の
企
業
も
避
難
者
支
援
に
参
加

＊
今
後
は
廃
校
を
利
用
し
、
N
PO

や
大

学
生
、
企

業
の

地
域
拠
点
づ
く
り
を
行
う
予
定

⇒
そ
の
拠
点
を
中
心
に
、
避
難
者
の
定
住
支
援
に
よ

り
一
層
取
り
組
む
こ
と
が
可
能

＊
行
政
職
員
や
地
域
住
民
の
う
つ
病
、
自
殺
予
防
の

必
要
性

⇒
中
間
支
援
組
織
で
あ
る
社
会
福
祉
協
議
会
が
中
心

と
な
っ
て
、
中
間
支
援
型
N
PO

と
連

携
し
、
行

政
、
N
PO

、
企
業
、
大
学
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

⇒
制
度
で
は
対
応
で
き
ず
、
医
療
・
福
祉
的
課
題
が
複

合
化
し
た
生
活
問
題
に
対
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
を
実

施 ⇒
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

⇒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
に
よ
る
自
殺
予
防

方
法

＊
気
仙
沼
大
島

20
11

年
11

月
～
現
在

大
島
中
学
校
住
宅
（
仮
設
住
宅
居
住
者
対
象
）

お
よ
び
旅
館
・
明
海
荘
（
自
宅
居
住
者
対
象
）
に

お
け
る
調
査

＊
陸
前
高
田

20
12

年
8月

～
20

12
年
3月

小
友
地
区
モ
ビ
リ
ア
（
仮
設
住
宅
居
住
者
対
象
）

に
お
け
る
調
査

研
究

６

被
災
者

の
疾
病
予
防
の
た
め
の

食
事
、
栄

養
面
の
ケ
ア
、
サ
ポ
ー
ト

に
関
す
る
基
礎
研
究

お
よ
び
サ
ポ
ー
ト
体
制
づ
く
り

74



方
法
2
．
活
動
量
調
査

3
軸
活
動
量
計
を
装
着
し
て
も
ら
い
計
測

株
式

会
社

タ
ニ
タ
「
活

動
量

計
A
M
－

1
2
0
」
等

方
法
1
．
食
事
調
査

①
1日

分
の

食
事

を
写

真
か

ら
分

析
旭
化
成
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
「
げ
ん
き
！
食
卓
分
析
セ
ン
タ
ー
」

②
1日

分
の

食
事

を
聴

き
取

り
法

に
よ
り
記

載
し
、
栄

養

計
算
ソ
フ
ト
に
よ
り
分

析
建
帛
社
「
エ
ク
セ
ル
栄
養
君
Ve

r. 
6.
0」

結
果

気
仙

沼
大

島

消
費

E
(k

ca
l)

摂
取

E
 (

k
ca

l)
（
参

考
）
必

要
E

(k
ca

l)
 

仮
設

7
9
±

2
歳

1
4
9
5
±

2
9
5
 

1
4
0
2
±

2
3
7

1
7
0
0

自
宅

5
0
±

4
歳

2
1
2
7
±

1
9
8

1
9
3
3
±

3
8
1

1
9
5
0

p＝
0
.2

3
（
体

重
差

が
共

変
量

）
p＝

0
.0

3

t検
定
の

結
果

、
仮

設
居

住
者

は
自

宅
居

住
者

と
比

較
し
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
摂

取
量

が
有

意
に
低

く
、
活

動
量

も
そ
れ

に
見

合
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
日

本
人

の
食

事
摂

取
基

準
20

10
の

必
要
Eを

参
照

す
る
こ
と

に
よ
り
、
活

動
量

と
食

事
量

の
両

方
を
増

加
さ
せ

る
こ
と
が

必
要

で
あ

る
と
示
唆

さ
れ

た

第
2回

健
康

教
室

元
気
に
暮
ら
す

た
め
の
運
動
と
食
事

2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

（
火

）

午
後

2
時
～

午
後

3
時

会
場

談
話
室

・
な
ん
だ
か
イ
ラ
イ
ラ
す
る

・
朝
起
き
ら
れ
な
い

・
寝
つ
き
が
悪
い

・
足
腰
が
弱
っ
て
き
た

・
膝
や
足
首
が
痛
い

・
最
近
お
腹
が
出
て
き
た

・
運
動
し
た
い
け
ど
外
は
寒
い

な
ど
な
ど

そ
ん
な
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
糖
尿
病
や
高
血
圧
、
そ
し
て
肥
満
を

防
ぐ
食
生
活
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
さ
ら
に

寒
い
冬
で
も
家
の
中
で
で
き
る
ロ
コ
モ
体
操
に
つ
い
て
も
学
び
ま
し
ょ
う
。

く
わ
し
い
栄
養
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
せ
ん
か
？

1日
分
の
活
動
量
と
食
事
内
容
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

ど
う
す
れ
ば
よ
り
元
気
に
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
か

、
現
状
を
踏
ま
え
て
専
門
的
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
当
日
ご
説

明
し
ま
す
。

立
教

大
学

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福

祉
学

部

杉
浦

克
己

（
ス
ギ
ウ
ラ
・カ

ツ
ミ
）

ロ
コ
モ
体

操
の

例
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Va
lu
es
 a
re
 m

ea
n 
±

S.
D.

仮
設

居
住

者
の

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
量

と
摂

取
量

の
推

移

Pe
rio

d 
   
   
   
  

N
   
   
   
   
   
 k
ca
l

消
費
E

摂
取
E

14
95

±
29

5

16
62

±
17

9

Fe
b.
 2
01

2 

Fe
b.
 2
01

3 
 

Au
g.
 2
01

2 
 

Fe
b.
 2
01

2

Fe
b.
 2
01

3

Au
g.
 2
01

2

14
62

±
10

4

14
02

±
23

7

16
14

±
39

3

17
05

±
39

3

4 9 9 4 9 9

現
状

気
仙
沼
大
島

大
島

中
学

校
住

宅
の

主
婦

を
継

続
的

に
調

査
し
て
お
り
、

20
13

年
8月

と
20
14

年
2月

ま
で
行

う
予

定
。

結
果

陸
前
高
田

子
供
用
と
大
人
用
の
健
康
教
室
を
計
10

回

行
っ
た
。
健
康
教
室
参
加
者
の
栄
養
調
査
を

20
名
分
行
っ
た
が
、
結
果
は
概
ね
良
好
で

あ
っ
た
。

健
康
教
室
に
参
加
す
る
人
は
健
康
に
関
す

る
意
識
も
高
い
の
で
、
参
加
し
な
い
人
た
ち

の
健
康
状
況
を
調
べ
て
い
く
こ
と
が
課
題
と

し
て
残
っ
た
が
、
声
が
け
し
て
も
参
加
者
は

増
え
ず
継
続
が
難
し
い
と
判
断
。

今
後
の
課
題


大
島
中
学
校
住
宅
の
居
住
者
の
多
く
と
は

信
頼
関
係
が
結
べ
た
の
で
、
小
冊
子
な
ど

を
作
成
し
、
こ
の
活
動
を
形
と
し
て
残
す


よ
り
客
観
的
に
被
災
者
の
健
康
状
況
を
把

握
す
る
指
標
（
唾
液
Ig
A
）
を
用
い
て
、
研
究

結
果
の
信
頼
性
を
高
め
る


ウ
エ
ル
ネ
ス
上
の
課
題
（
研
究
結
果
）
を
行

政
等
に
訴
え
、
こ
う
い
う
活
動
が
シ
ス
テ
ム

と
し
て
で
き
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
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全
体

的
な
今
後
の
課
題

そ
れ

ぞ
れ

の
研

究
結

果
を
ど
の

よ
う
に
結

合

さ
せ

、
現

地
の

復
興

支
援

や
今

後
の

災
害

対

策
に
役

立
つ
結

論
を
導

く
こ
と
が

で
き
る
か

。
全

体
的

な
今

後
の

課
題
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 まとめと今後の展望 

竹中 千春 教授（法学部、総長室調査役／立教大学学内研究助成運営会議・座長） 

 

 

○竹中 本報告会のコーディネーターの竹中と申します。本日ご来

場いただいた皆様、研究成果・研究活動の報告を熱心にお聞きいた

だきまして本当にありがとうございました。東日本大震災の復興支援

について、ここに集まった方々が一生懸命、一緒に考えるという時間

を過ごしてくださいまして、開催側として感謝を申し上げたいと思いま

す。 

私自身は国際政治やアジア研究、特にインドを研究しております。

たとえば南アジアでは、紛争や暴動、災害がしばしば起こり、多くの

人々が貧困、病気、暴力、コミュニティの崩壊などに苦しんでいます。

当然、地域研究者としてはそうした社会や人々を研究の対象にして

きたわけですが、無意識の内に、こうしたことは日本ではなかなか起こらない、そして安全で豊かな日本の

私たちは不運にも苦しんでいるアジアの人々を援助する側に立っていると考え、議論してきたと思います。

しかし、東日本大震災の後、事情が一変しました。日本の社会の中でも、困った人々が互いにどう支え

合うのか、絆を持つのかということが真剣に模索されました。そしてまた、アジアの国々を含め、世界中から

暖かい支援をいただいたことで、日本の私たちもグローバルな世界の中で助けてもらう側に立つ経験をしま

した。それは、苦しい経験ではありましたが、新たな学びと、貴重な知恵を獲得した経験でもあったのでは

ないかと思います。 

ここにお集まりいただいた皆様は、東日本大震災の発生時に自分が何をしたのかを振り返りながら、本

日の報告を聞かれたのではないかと思います。野中先生の報告にもあったように、東日本大震災発生後、

多くの研究者は、どのように研究を行ったらよいかも分からない状況に身を置くことになりました。まさに、研

究や学問自体が問い直される状況だったのだと思います。本日ご報告された先生方は、そのようなときに

勇気を奮って研究計画を立てられ、手探りでむずかしい課題にチャレンジされたということが、本当によく分

かりました。 

先生方のご報告を聞きながら大変感動いたしましたが、今回の震災のような事態となったとき、本学に

は人々の支え合う力や知の力がどこまで備わっているのか、それをどこまで実際に使うことができたのかを改

めて考え直しました。先生方には、ぜひ今年度も研究を続けていただき、さまざまな意味での「知（ナレッジ）

の共同体」を築いていただきたいと思います。そうした「知の共同体」が、頭の中の知識だけに止まらず、

人々の心や体を支え、心の絆を結び、学生や一般の方々、さらに広い社会をつないでいってほしいと期

待します。それが、調査あるいは支援で関わられた現地の方々にも、研究の実りを還元していく道だと信

じています。そのような研究活動を、立教大学リサーチ・イニシアティブセンターを中心として、持続的にサポ

ートしていければと思っています。 

最後になりますが、本日は、自然とか、地球とか、人間社会とか、そして生命とか、大きなテーマが何度
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も語られました。結局、大学に集う私たちが勉強し研究している目的は何なのだろうか。人間、そして人

間を含む地球の生命を持つあらゆる存在が生きていくために、有意義な知恵を働かせていけるのか。ある

いは、辛い「痛み」も含めて、貴重な情報を「知」の次元に活かしていけるのかを、創造的に探ることなので

はないか。最近、よくそういう思いを抱きます。その意味で、立教大学とリサーチ・イニシアティブセンターは、

こうした「知の共同体」をもっともっと豊かにしていただけるように、日々支援を惜しまずに努力しています。

皆様には今年度もさらなる研究を進めていただき、その成果をしっかりと社会的な発信をしていただけるよ

うお願いいたします。 

最初の発言に戻りますが、南アジアを研究している人間としては、日本がアジアの人々、世界の人々と

手をつなぎながら前に進むという経験ができたということは、大変貴重な体験でした。ともすれば、先進国

の大学は、途上国に対して、あるいはアジアの周辺国に対して、優位に立つような議論をしがちになります

が、実際はまったくそうではないことが実感できた。そして現在、日本とアジアの周辺国との間にはいろいろと

問題が山積しておりますが、東日本大震災後には韓国、中国、台湾、フィリピンなど近隣諸国の方々か

らたくさんの支援をいただいたことも大変うれしいことでした。本日の報告で、現実にまだまだ苦労している

方々がいて、そして辛抱強く支援を続けている方々もいらっしゃるということを思い出し、また世界の中に日

本の私たちも生きているということを確認しながら、今後の活動を進めていきたいと思っています。 

私の使命は、このプロジェクトに関わり、後方から支援することでしたが、本日のキーワードである「持続

可能性（サステナビリティ）」という概念をもう一度考慮し、本学として「東日本大震災・復興支援関連研

究」を今後も持続できるよう、あらゆる場面で声を出していく努力をしたいと思っています。 

長くなりましたが、本日は貴重な時間をいただいて、皆様で問題や成果、情報を共有し、新たにもう一

歩前に進むという気持ちにさせていただいたこと、本当に心から感謝いたします。最後に本日報告を行った

先生方に拍手をお送りいただければと思います。本当にありがとうございました。 
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